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「ケアプランデータ連携システム」利用事業所状況の掲載について（介護
保険最新情報Vol.1155）
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感染対策の手引き（第３版）等の改訂に伴う新型コロナウイルス感染症
業務継続ガイドラインの取り扱いについて(介護保険最新情報Vol.1173）

認定申請に伴う認定調査の時間変更について

介護人材確保における主な事業について（国・県関連資料)

基盤整備事業及び福祉空間整備等施設整備交付金（国・県関連資料)
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指宿市健康福祉部国保介護課

課長 大牟禮 伸英

新型コロナウイルス感染症に係る市独自の取扱いについて（通知）

標記の件について，新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ変更に伴

い，以下の通知については廃止といたしますので通知します。

記

１．通知

２．廃止年月日

令和５年 11 月１日

〈問い合わせ先〉

指宿市役所健康福祉部国保介護課

介護保険係 担当：濵田

電話：0993-22-2111（内線254）

通知年月日 件名

令和２年３月 16 日 新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援の取扱方

針について（通知）

令和２年４月 27 日 新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援の取扱方

針について（通知・２回目）

令和２年４月 30 日 新型コロナウイルス感染症に係る通所介護サービスの取

扱方針について（通知）

令和２年６月３日 新型コロナウイルス感染症に係る介護予防サービス等の

取扱方針について（通知）

令和３年３月 10 日 新型コロナウイルス感染症に係る介護予防支援費及び介

護予防ケアマネジメント費の取扱方針について（通知）

各位
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事 務 連 絡 

令和５年５月１日 

 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関

する臨時的な取扱いについて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか連名事務連絡）等別紙１に掲げる一連の事務連絡（以下「コロナ特例事務

連絡」という。なお、本事務連絡における、各コロナ特例事務連絡の呼称は別紙１を

参照すること。）でお示ししているところである。 

今回、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コ

ロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）の「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）

上の位置づけの変更後（令和５年５月８日以降）においては、下記のとおりに分類さ

れた対応によりそれぞれ取り扱うこととしたので（一覧は別紙２参照）、その取扱いに

遺漏のないよう、貴管内市町村、介護サービス事業所等に対し周知徹底を図られたい。 

なお、下記の取扱いについては、位置づけ変更後の状況等を踏まえて見直しを行う

場合があることを承知されたい。 

 

記 

 

１ 利用者や従事者等において新型コロナ感染者が発生した際にも、安定的にサービ

ス提供を行うための臨時的な取扱いや、ワクチン接種の促進のための臨時的な取扱

いについては、当面の間継続する。 
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２ 引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの

位置づけ変更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱い

に見直すことが適当なものについては、以下の通りの見直しを行った上で臨時的な

取扱いを継続する。 

 

２－（１） 人員基準等の緩和に係る臨時的な取扱いについては、利用者や従事者

（同居する家族を含む）に新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）が発生した

場合において、柔軟な取扱いを継続する。 

 

２－（２） 研修に係る臨時的な取扱いについては、実習・実地研修に限り、新型コ

ロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続する。 

 

３ 新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏

まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられ

るものについては、当該臨時的な取扱いを令和５年５月７日をもって終了する。 

 ※位置づけ変更前に既に取扱いを終了しているものを含む 

※コロナ特例事務連絡としては終了するが、他の事務連絡等により従前と同様の取

扱いが可能であるものを含む 

 

以上が位置づけ変更後における対応となるが、介護保険事業の健全かつ円滑な運営

のため、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの

適用は、新型コロナ感染者（又はその疑いがある者）の発生やサービスの継続に必要

な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった

場合に厳に限るよう留意するとともに、各介護サービス事業所等において適切な運用

がなされるよう、貴担当主幹部（局）において十分な監督を行うこと。 

 

以上 
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事 務 連 絡 

令和５年４月 14 日 

 

 都 道 府 県 

各 指 定 都 市 介護保険担当主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 

療養期間の考え方等について 

（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供） 

 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の

自宅療養（外出自粛）を求めています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請

することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、

個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報（位置づけ

変更後の Q&A、新たな分析結果、諸外国の事例）について、「新型コロナウイル

ス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について（令和

５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）」（令和５年４月 14 日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）が別添１のとお

り発出されました。 

感染症法上の位置づけ変更後において、高齢者施設等における従事者が新型

コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、別添１の

Q&A②及び別添２においてお示ししていますので、ご参照ください。 

貴部（局）におかれては、内容をご了知の上、管内の市区町村及び関係施設等

に対して周知をお願いします。 

 

 

 

【資料８】
              14



 

2 
 

【別添１】 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え

方等について（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供）」（令和

５年４月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

【別添２】 

「５類移行後の新型コロナに罹患した介護従事者の就業制限解除の考え方につ

いて」 
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別添１ 

事 務 連 絡 

令和５年４月１４日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 

療養期間の考え方等について 

（令和５年５月８日以降の取扱いに関する事前の情報提供） 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の

自宅療養（外出自粛）を求めています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請

することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、

個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報（位置づけ

変更後の Q&A、新たな分析結果、諸外国の事例）を別紙のとおりお示しします。 

 令和５年４月５日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ

ーボードに提出された新たな分析結果を踏まえると、発症後３日間は感染性の

ウイルス排出量が非常に多く、５日間経過後は大きく減少することから、特に発

症後５日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。 

位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませ

んが、個人や事業者の判断に資するよう、この分析結果や諸外国の事例を踏まえ、

発症後５日を経過し、かつ、症状軽快から２４時間経過するまでの間は外出を控

えていただくことを推奨するとともに、その後も１０日間が経過するまでは、マ

スク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨することを情報

提供します。 

また、位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」

として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく

外出自粛は求められません。 

 つきましては、本内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し

上げます。なお、お示しした考え方は、本年５月８日に新型コロナウイルス感染
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症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、

個人の療養や事業者の取組みに当たって参考となるよう、事前に情報提供を行

うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行う

かの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。また、文部科学

省において、学校で新型コロナに罹患した児童等について、学校保健安全法に基

づく出席停止期間について検討していることを申し添えます。 

 

（参考１）療養期間に関する現行の取扱い 

 ・新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について（厚生労働

省ウェブサイト） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.h

tml 

 

（参考２）患者のウイルス排出量に関する分析結果 

・オミクロン系統感染者鼻咽頭検体中の感染性ウイルスの定量（令和５年４月

５日 第 120 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー

ボード専門家提出資料） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001084525.pdf 

 

 

 

   （照会先）           

厚生労働省新型コロナウイルス 

感染症対策推進本部 戦略班 

                     variants@mhlw.go.jp 

03(3595)3489 
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感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
変
更
後
の
療
養
に
関
す
る
Q
&
A
①

1

Ｑ
１
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
他
の
人
に
う
つ
す
リ
ス
ク
は
ど
れ
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
？

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
は
、
鼻
や
の
ど
か
ら
の
ウ
イ
ル
ス
の
排
出
期
間
の
長
さ
に
個
人
差
が

あ
り
ま
す
が
、
発
症
２
日
前
か
ら
発
症
後
７
～
１
０
日
間
は
感
染
性
の
ウ
イ
ル
ス
を
排
出
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
（
参
考
１
）
。

発
症
後
３
日
間
は
、
感
染
性
の
ウ
イ
ル
ス
の
平
均
的
な
排
出
量
が
非
常
に
多
く
、
５
日
間
経
過
後
は
大

き
く
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
特
に
発
症
後
５
日
間
が
他
人
に
感
染
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
（
参
考
２
）
。

ま
た
、
排
出
さ
れ
る
ウ
イ
ル
ス
量
は
発
熱
や
せ
き
な
ど
の
症
状
が
軽
快
す
る
と
と
も
に
減
少
し
ま
す
が
、

症
状
軽
快
後
も
一
定
期
間
ウ
イ
ル
ス
を
排
出
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

参
考
１

国
立
感
染
症
研
究
所
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
を
排
出
す
る
患
者
の
割
合
は
、
症
状
が
続
い
て
い
る
患
者
も

含
め
、
発
症
日
を
０
日
目
と
し
て
８
日
目
（
７
日
間
経
過
後
）
で
１
５
％
程
度
、
1
1
日
目
（
1
0
日
間
経
過
後
）
で
４
％
程
度
と
な
り
ま

す
。

参
考
２

国
立
感
染
症
研
究
所
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
を
排
出
す
る
患
者
に
つ
い
て
、
発
症
日
を
０
日
目
と
し
て
３

日
間
程
度
は
平
均
的
に
高
い
ウ
イ
ル
ス
量
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
４
日
目
（
３
日
間
経
過
後
）
か
ら
６
日
目
（
５
日
間
経
過
後
）
に
か

け
て
大
き
く
減
少
し
、
ウ
イ
ル
ス
の
検
出
限
界
に
近
づ
き
ま
す
（
６
日
目
（
５
日
間
経
過
後
）
前
後
の
ウ
イ
ル
ス
排
出
量
は
発
症
日
の

２
０
分
の
１
～
５
０
分
の
１
）
。
一
般
に
、
ウ
イ
ル
ス
排
出
量
が
下
が
る
と
、
他
の
人
に
う
つ
し
に
く
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

５
月
８
日
以
降
の
取
扱

別
紙
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感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
変
更
後
の
療
養
に
関
す
る
Q
&
A
②

2

（
１
）
外
出
を
控
え
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
期
間

・
特
に
発
症
後
５
日
間
が
他
人
に
感
染
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
か
ら
、
発
症
日
を
０
日
目
（
※
１
）
と
し
て

５
日
間
は
外
出
を
控
え
る
こ
と
（
※
２
）
、

か
つ
、

・
５
日
目
に
症
状
が
続
い
て
い
た
場
合
は
、
熱
が
下
が
り
、
痰
や
喉
の
痛
み
な
ど
の
症
状
が
軽
快
し
て

２
４
時
間
程
度
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
外
出
を
控
え
様
子
を
見
る
こ
と

が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
症
状
が
重
い
場
合
は
、
医
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

（
※
１
）
無
症
状
の
場
合
は
検
体
採
取
日
を
０
日
目
と
し
ま
す
。

（
※
２
）
こ
う
し
た
期
間
に
や
む
を
得
ず
外
出
す
る
場
合
で
も
、
症
状
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
マ
ス
ク
着
用
等
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
周
り
の
方
へ
の
配
慮

１
０
日
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
ウ
イ
ル
ス
排
出
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
織
布
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
り
、
高

齢
者
等
ハ
イ
リ
ス
ク
者
と
接
触
は
控
え
る
等
、
周
り
の
方
へ
う
つ
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。
発
症
後
１
０
日
を
過

ぎ
て
も
咳
や
く
し
ゃ
み
等
の
症
状
が
続
い
て
い
る
場
合
に
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

※
学
校
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
予
定
。

Ｑ
２
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
外
出
を
控
え
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

令
和
５
年
５
月
８
日
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
は
、
法
律
に
基
づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
外
出
を
控
え
る

か
ど
う
か
は
、
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
以
下
の
情
報
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

周
囲
の
方
や
事
業
者
に
お
か
れ
て
も
、
個
人
の
主
体
的
な
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

各
医
療
機
関
や
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
は
、
以
下
の
情
報
を
参
考
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
罹
患
し
た
従
事
者

の
就
業
制
限
を
考
慮
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
高
齢
者
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
重
症
化
リ
ス
ク
を
有
す
る
高
齢
者
が
多
く

生
活
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
感
染
が
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
時
的
に
よ
り
強
い
お
願
い
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

５
月
８
日
以
降
の
取
扱
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感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
変
更
後
の
療
養
に
関
す
る
Q
&
A
③

3

ご
家
族
、
同
居
さ
れ
て
い
る
方
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
ら
、
可
能
で
あ
れ
ば
部
屋

を
分
け
、
感
染
さ
れ
た
ご
家
族
の
お
世
話
は
で
き
る
だ
け
限
ら
れ
た
方
で
行
う
こ
と
な
ど
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

そ
の
上
で
、
外
出
す
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
た
方
の
発
症
日
を
０
日
と
し
て
、
特
に
５
日
間

は
ご
自
身
の
体
調
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
７
日
目
ま
で
は
発
症
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
間

は
、
手
洗
い
等
の
手
指
衛
生
や
換
気
等
の
基
本
的
感
染
対
策
の
ほ
か
、
不
織
布
マ
ス
ク
の
着
用
や
高
齢
者
等

ハ
イ
リ
ス
ク
者
と
接
触
を
控
え
る
等
の
配
慮
を
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
症
状
が
見
ら
れ
た
場
合
に
は
、
Q
2
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４
：
家
族
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？

令
和
５
年
５
月
８
日
以
降
は
、
５
類
感
染
症
に
移
行
す
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
保
健
所
か
ら

新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
「
濃
厚
接
触
者
」
と
し
て
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

「
濃
厚
接
触
者
」
と
し
て
法
律
に
基
づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
：
５
月
８
日
以
降
の
「
濃
厚
接
触
者
」
の
取
扱
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
？

５
月
８
日
以
降
の
取
扱
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参
考
１

第
1
2
0
回
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド
専
門
家
提
出
資
料
（
令
和
５
年
４
月
５
日
）

4

オ
ミ
ク
ロ
ン
系
統
感
染
者
の
R
T
-q
P
C
R
陽
性
検
体
に
お
け
る
鼻
咽
頭
検
体
中
の
感
染
性
ウ
イ
ル
ス
の
定
量

目
的
：
オ
ミ
ク
ロ
ン
系
統
感
染
者
か
ら
採
取
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
分
離
試
験
陽
性
の
鼻
咽
頭
ス
ワ
ブ

検
体
中
の
感
染
性
ウ
イ
ル
ス
を
定
量
す
る
た
め
に
、
ウ
イ
ル
ス
力
価
（
感
染
性
ウ
イ
ル
ス

量
）
を
測
定
し
た
。

材
料
：
感
染
症
法
第
1
5
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
2
0
2
1
年
1
1
月
2
9
日
か
ら
2
0
2
2
年
1
月
1
3
日
ま

で
に
実
施
さ
れ
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
B
A
.1
系
統
感
染
者
を
対
象
と
し
た
積
極
的
疫
学
調
査
の
残

余
検
体
の
う
ち
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
B
A
.1
系
統
感
染
有
症
状
者
8
5
症
例
か
ら
得
ら
れ
た
R
T
-

q
P
C
R
陽
性
の
鼻
咽
頭
ス
ワ
ブ
検
体
（
合
計
2
7
7
検
体
）
※
無
症
状
者
は
含
ま
な
い
。

方
法
：
被
験
検
体
の
希
釈
系
列
を
作
製
し
、
V
e
ro
E
6
/T
M
P
R
S
S
2
細
胞
に
接
種
し
5
日
間
培
養
後
、

C
P
E
を
指
標
と
し
て
検
体
中
の
ウ
イ
ル
ス
力
価
を
測
定
し
た
。
ウ
イ
ル
ス
力
価
の
計
算
は

K
a
rB
e
r
の
式
に
よ
っ
て
T
C
ID
5
0
/m
L
と
し
て
算
出
し
た
。
検
出
限
界
値
は
2
4

T
C
ID
5
0
/m
L
(点
線
)で
ウ
イ
ル
ス
分
離
陰
性
の
検
体
は
1
2
T
C
ID
5
0
/m
L
（
実
線
）
と
し
た
。

発
症
後
日
数
毎
の
個
別
デ
ー
タ
と
幾
何
平
均
と
9
5
%
信
頼
区
間
を
示
し
た
。

結
果
：
発
症
後
か
ら
幾
何
平
均
ウ
イ
ル
ス
力
価
の
減
少
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
発
症
後
7
日
に
は
、
幾
何
平
均
ウ

イ
ル
ス
力
価
が
検
出
限
界
値
を
下
回
り
、
そ
れ
以
降
、
幾
何
平
均
ウ
イ
ル
ス
力
価
が
検
出
限
界
値
を
上
回

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

考
察
：
R
T
-q
P
C
R
陽
性
で
あ
っ
た
鼻
咽
頭
検
体
に
お
い
て
、
発
症
後
、
経
時
的
に
感
染
性
ウ
イ
ル
ス
量
が
減
少

し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

制
限
：
本
検
討
で
は
R
T
-q
P
C
R
陰
性
で
あ
っ
た
検
体
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
感
染
性
ウ
イ
ル
ス
を
排
出
し
て
い
る

者
の
割
合
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
回
の
検
体
は
全
て
B
A
.1
感
染
者
か
ら
採
取
さ
れ

た
検
体
で
あ
り
、
他
の
変
異
株
感
染
者
等
で
同
様
の
結
果
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ワ
ク
チ
ン

接
種
者
と
未
接
種
者
、
過
去
の
感
染
履
歴
が
あ
る
者
な
ど
免
疫
履
歴
が
異
な
る
者
を
区
別
し
て
お
ら
ず
、

こ
れ
ら
が
結
果
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
発
症
後
日
数
の
経
過
し
た
検
体
は
観
察
期

間
の
長
い
症
例
の
み
か
ら
採
取
さ
れ
て
お
り
、
有
症
状
期
間
が
長
い
症
例
に
偏
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

こ
れ
ら
が
結
果
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。

発
症
後
日
数

-2
-1

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

検
体
数

1
0

6
1
4

9
1
8

1
5

2
2

2
6

2
9

2
0

1
8

2
6

1
4

幾
何
平
均

1
2
.0

N
A

1
1
5
6
.8

1
6
3
.1

1
0
0
9
.9

6
4
2
.1

2
6
2
.9

5
3
.0

3
0
.6

2
2
.1

1
6
.6

 
1
3
.5

2
3
.7

1
7
.9

9
5
%
信
頼
区
間

N
A
, 

N
A

N
A
, 

N
A

7
2
.0

, 
1
8
5
7
7
.9

3
2
.4

, 
8
2
1
.8

6
0
.4

, 
1
6
8
7
7
.6

1
8
3
.5

, 
2
2
4
6
.6

7
6
.2

, 
9
0
7
.0

2
4
.5

, 
1
1
4
.6

1
6
.0

, 
5
8
.4

1
4
.0

, 
3
5
.0

1
1
.3

, 
2
4
.3

1
0
.5

, 
1
7
.3

1
1
.8

, 
4
7
.4

7
.6

, 
4
2
.2
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参
考
２

諸
外
国
の
状
況
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
療
養
期
間
）

5

国
名

施
策

内
容

米
国

・
無
症
状
者
：

５
日
間
の
隔
離
を
推
奨

・
有
症
状
者
：

５
日
間
が
経
過
し
、
解
熱
剤
の
服
用
な
く
2
4
時
間
の
解
熱
を
得
ら
れ
る
ま
で
隔
離
を
推
奨

（
症
状
改
善
傾
向
に
な
い
場
合
は
隔
離
を
継
続
）

・
1
0
日
間
は
屋
内
の
マ
ス
ク
着
用
等
を
推
奨
。

（
出
典
）
C
D
C
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.c
d
c.
g
o
v
/c
o
ro
n
a
v
ir
u
s/
2
0
1
9
-n
co
v
/y
o
u
r-
h
e
a
lt
h
/i
so
la
ti
o
n
.h
tm
l）

英
国

・
1
8
歳
未
満
は
３
日
間
、
1
8
歳
以
上
は
５
日
間
の
隔
離
を
推
奨

・
1
0
日
間
は
ハ
イ
リ
ス
ク
者
と
の
接
触
を
避
け
る
こ
と
を
推
奨

（
出
典
）
N
H
S
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.n
h
s.
u
k
/c
o
n
d
it
io
n
s/
co
v
id
-1
9
/c
o
v
id
-1
9
-s
y
m
p
to
m
s-
a
n
d
-w
h
a
t-
to
-d
o
/）

台
湾

・
待
機
期
間
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
抗
原
検
査
で
陰
性
に
な
る
ま
で
、

ま
た
は
発
症
（
無
症
状
の
場
合
は
検
査
）
か
ら
1
0
日
間
を
自
主
健
康
観
察
期
間
と
し
て
、

症
状
が
あ
る
場
合
は
不
要
不
急
の
外
出
を
避
け
、
自
宅
待
機
を
推
奨

（
出
典
）
台
湾
C
D
C
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.c
d
c.
g
o
v
.t
w
/E
n
/C
a
te
g
o
ry
/L
is
tC
o
n
te
n
t/
to
v
1
ja
h
K
U
v
8
R
G
S
b
v
m
zL
w
F
g
?u
a
id
=
W
S
Z
T
7
b
b
e
E
k
F
G
lR
2
k
m
4
-w
A
Q
）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

・
待
機
期
間
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
軽
症
者
に
は
症
状
が
あ
る
間
の
自
宅
待
機
を
推
奨

（
出
典
）
保
健
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.m
o
h
.g
o
v
.s
g
/c
o
v
id
-1
9
）

フ
ラ
ン
ス

・
待
機
期
間
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
感
染
予
防
と
し
て
マ
ス
ク
着
用
や
テ
レ
ワ
ー
ク
等
を
推
奨

（
出
典
）
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.s
e
rv
ic
e
-p
u
b
li
c.
fr
/p
a
rt
ic
u
li
e
rs
/a
ct
u
a
li
te
s/
A
1
5
6
1
0
?l
a
n
g
=
e
n
）

韓
国

・
隔
離
義
務
あ
り
（
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
対
象
）

・
隔
離
期
間
を
７
日
間
か
ら
５
日
間
に
短
縮
す
る
予
定
（
※
）

※
さ
ら
に
、
今
後
、
感
染
症
分
類
の
引
き
下
げ
も
予
定
し
て
お
り
、
そ
の
際
、

５
日
の
期
間
は
維
持
し
つ
つ
、
従
来
の
「
隔
離
義
務
」
か
ら
「
勧
告
」
に
変
更
す
る
予
定

（
出
典
）
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
h
tt
p
s:
//
n
co
v
.k
d
ca
.g
o
.k
r/
tc
m
B
o
a
rd
V
ie
w
.d
o
?g
u
b
u
n
=
B
D
J&
b
rd
Id
=
3
&
b
rd
G
u
b
u
n
=
3
1
&
d
a
ta
G
u
b
u
n
=
&
n
cv
C
o
n
tS
e
q
=
7
2
2
1
&
b
o
a
rd

_i
d
=
3
1
2
&
co
n
tS
e
q
=
7
2
2
1
#
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

・
７
日
間
の
隔
離
義
務
あ
り

（
出
典
）
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
tt
p
s:
//
co
v
id
1
9
.g
o
v
t.
n
z/
te
st
in
g
-a
n
d
-i
so
la
ti
o
n
/i
f-
y
o
u
-h
a
v
e
-c
o
v
id
-1
9
/）

（
令
和
５
年
４
月
1
3
日
時
点

厚
生
労
働
省
調
べ
）
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https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/tov1jahKUv8RGSbvmzLwFg?uaid=WSZT7bbeEkFGlR2km4-wAQ
https://www.moh.gov.sg/covid-19
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５
類
移
行
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
に
罹
患
し
た
介
護
従
事
者
の
就
業
制
限
解
除
の
考
え
方
に
つ
い
て

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
平
成
2
7
年
一
部
改
正
）

「
発
症
し
た
後
5
日
を
経
過
し
、
か
つ
、
解
熱
し
た
後
2
日
（
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
3
日
）
を

経
過
す
る
ま
で
」
を
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
出
席
停
止
期
間
と
し
て
い
る
。

国
公
立
大
学
附
属
病
院
感
染
対
策
協
議
会
病
院
感
染
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
2
0
1
8
年
版

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
医
療
従
事
者
は
就
業
制
限
を
考
慮
す
る
。
特
に
ハ
イ
リ
ス
ク

患
者
へ
の
接
触
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
施
設
内
感
染
予
防
の
手
引
き
（
平
成
2
5
年
1
1
月
改
訂
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
様
症
状
を
呈
し
た
場
合
に
は
、
症
状
が
改
善
す
る
ま
で
就
業
を
控
え
る

こ
と
も
検
討
す
る
。

現
行
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
就
業
制
限
等
の
考
え
方

有
症
状
者
に
お
け
る
感
染
性
ウ
イ
ル
ス
量

（
T
C
ID
5
0
/
m
L
）
の
推
移

出
典
（
令
和
５
年
４
月
５
日

第
1
2
0
回
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

ボ
ー
ド
資
料
３
-８
）

発
症
後
の
ウ
イ
ル
ス
排
出
量
の
推
移
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、

６
日
目
（
発
症
日
を
０
日
目
と
し
て
５
日
間
経
過
後
）
前
後
の

ウ
イ
ル
ス
排
出
量
は
発
症
日
の
２
０
分
の
１
～
５
０
分
の
１
（
注
）

と
な
り
、
検
出
限
界
値
に
近
づ
く
。

（
注
）
発
症
後
５
日
～
７
日
目
の
ウ
イ
ル
ス
量
。

（
※
１
）
発
症
日
を
０
日
目
と
し
ま
す
。
無
症
状
の
場
合
は
検
体
採
取
日
を
０
日
目
と
し
ま
す
。

（
※
２
）
高
齢
者
施
設
等
内
で
陽
性
者
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
周
囲
の
方
の
検
査
を
行
政
検
査
と
し
て
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

５
類
移
行
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
療
養
の
考
え
方

•
発
症
後
５
日
間
が
経
過
し
、
か
つ
解
熱
お
よ
び
症
状
軽
快
か
ら
2
4
時
間

経
過
す
る
ま
で
は
、
外
出
を
控
え
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
（
※
１
）
。

•
発
症
後
1
0
日
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
等
周
り
の
方
へ

う
つ
さ
な
い
よ
う
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

濃
厚
接
触
者
の
考
え
方

令
和
５
年
５
月
８
日
以
降
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
濃
厚
接
触
者
と
し
て
法
律
に
基

づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
同
居
の
ご
家
族
が
新
型
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
た

場
合
に
は
、
ご
自
身
の
体
調
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
（
※
２
）
。

令
和
５
年
５
月
８
日
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
は
、
法
律
に
基
づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
外
出
を
控
え
る
か
ど
う
か

は
、
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。
以
下
の
一
般
向
け
の
情
報
を
参
考
に
し
つ
つ
、
高
齢
者
施
設
等
に
は
重
症
化
リ
ス
ク
を
有

す
る
高
齢
者
が
多
く
生
活
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
施
設
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
罹
患
し
た
従
事
者
の
就
業
制
限
を

考
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

別
添
２
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高 生 第 4 9 2 号
建 第 1 0 - 3 3 号
令和５年２月２日

各関係施設等の長 様
鹿児島県くらし保健福祉部

高齢者生き生き推進課長
介 護 保 険 室 長

鹿児島県土木部
建 築 課 住 宅 政 策 室 長

高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け
動画及びリーフレットについて（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，
深く感謝申し上げます。

さて，各関係施設等におかれては，これまでも「社会福祉施設等における面会等の
実施にあたって留意点について」（令和３年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症
課ほか連名事務連絡）等を踏まえ，各関係施設等での面会を実施していただいている
ところですが，今般，別添のとおり，「高齢者施設等における面会の再開・推進にか
かる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて」（令和５年１月31日付
厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）が示され，その中で高齢者施設等
での面会の実施にあたっての留意点が下記のとおり示されました。

各関係施設等におかれては，別添を踏まえ，面会の実施を検討していただくようお
願いします。

なお，通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，
各事業所への周知についても併せてお願いします。

記

高齢者施設等における面会の留意点（概要のみ記載。詳細は別添を参照）

○ 介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図ると
ともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならな
い」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただく必要
があります。

○ 高齢者施設等での面会について、「利用者、家族にとって重要なものであり」
とされており、利用者・家族のQOL 等の観点を重視いただき、面会の実施を検討
いただくようお願いします。

○ 利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解していただ
くとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけるようお願いします。

（問合せ先）
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課

施設整備係（担当 有川）
電話：099-286-2703

介護保険室事業者指導係（担当 畠中）
電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室
住宅企画係（担当 平野）

電話：099-286-3740

【資料９】               24



会
い
た
い
人

に
会

え
る
日

を
会

い
た
い
人

に
会

え
る
日

を
～
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
面
会
再
開
に
向
け
た
取
り
組
み
事
例
～

～
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
面
会
再
開
に
向
け
た
取
り
組
み
事
例
～

高
齢
者
施
設
職
員
向
け

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
hl

w
.g

o.
jp

/s
tf/

se
is

ak
un

its
ui

te
/

bu
ny

a/
hu

ku
sh

i_
ka

ig
o/

ka
ig

o_
ko

ur
ei

sh
a/

in
de

x_
00

01
4.

ht
m

l

　
対
面
の
面
会
を
行
う
際
の
参
考
と
な
る
よ
う
、施
設
に

お
け
る
面
会
時
の
感
染
対
策
方
法
や
現
場
の
工
夫
等
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。ま
た
、医
師
に
よ
る
面
会
の
メ
リ
ッ
ト
や

注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
等
の
解
説
も
し
て
い
ま
す
。

面
会

再
開

の
ポ

イ
ン

ト
を

動
画

で
わ

か
り

や
す

く
解

説
し

て
い

ま
す

面
会

再
開

の
ポ

イ
ン

ト
を

動
画

で
わ

か
り

や
す

く
解

説
し

て
い

ま
す

高
齢

者
施

設
職

員
向

け
高

齢
者

施
設

職
員

向
け

詳
し

く
は

こ
ち

ら
か

ら
詳

し
く

は
こ

ち
ら

か
ら

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

CV
8d

Ja
uQ

1B
U

ht
tp

s:
//y

ou
tu

.b
e/

CV
8d

Ja
uQ

1B
U

面
会
に
来
る
方
へ
お
願
い
す
る
こ
と
や
面
会
中
の
留
意
点
を
お
さ
ら
い
して
お
き
ま
し
ょう
。

体
調
不
良
の
場
合
は

面
会
を
断
る

十
分
な
換
気

で
きる
だ
け
少
人
数
で

大
声
で
の
会
話
や

飲
食
は
控
え
る

氏
名
や
連
絡
先
を
記
入

手
洗
い
、手
指
消
毒
、マ
ス
ク
の
着
用

面
会
者
へ
の
お
願
い

面
会
者
へ
の
お
願
い

■
 面

会
当

日
は

検
温

を
お

願
い

し
ま

し
ょ

う
。

■
 面

会
者

が
濃

厚
接

触
者

で
あ

る
場

合
や

、面
会

者
や

同
居

家
族

に
　

 発
熱

や
咳

、の
ど

の
痛

み
な

ど
が

あ
り

、感
染

が
疑

わ
れ

る
場

合
は

　
 面

会
を

断
り

ま
し

ょ
う

。
■

 面
会

者
が

施
設

へ
入

る
際

に
は

、手
洗

い
・

手
指

消
毒

を
行

っ
て

も
ら

い
、

　
 マ

ス
ク

着
用

を
お

願
い

し
ま

し
ょ

う
。

■
 施

設
で

感
染

者
が

発
生

し
た

場
合

に
備

え
、来

訪
者

の
氏

名
、

　
 日

時
、連

絡
先

を
記

録
し

て
お

き
ま

し
ょ

う
。

面
会
中
に
留
意
す
べ
き
点

面
会
中
に
留
意
す
べ
き
点

■
 面

会
時

に
は

十
分

な
換

気
を

行
い

ま
し

ょ
う

。
■

 面
会

は
で

き
る

だ
け

少
人

数
で

行
い

ま
す

。
■

 面
会

場
所

で
は

大
声

で
の

会
話

は
控

え
て

も
ら

い
ま

し
ょ

う
。

■
 飲

食
は

で
き

る
だ

け
控

え
ま

し
ょ

う
。

面
会
後
の
対
応

面
会
後
の
対
応

■
 面

会
者

が
、面

会
後

一
定

期
間

以
内

に
発

症
も

し
く

は
　

 感
染

が
わ

か
っ

た
場

合
は

、施
設

へ
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

し
ょ

う
。

地
域
の
感
染
状
況
に
合
わ
せ
て
対
応
し
よ
う

新
し
い
生
活
様
式
を
踏
ま
え
た
面
会
の
ポ
イ
ン
ト

地
域
の
感
染
状
況
に
合
わ
せ
て
対
応
し
よ
う

新
し
い
生
活
様
式
を
踏
ま
え
た
面
会
の
ポ
イ
ン
ト

対
面

面
会

で
の

家
族

と
の

交
流

は
利

用
者

の
Q

O
Lに

好
影

響
　
長
期
間
、高
齢
者
施
設
利
用
者
が
家
族
に
面
会
が
で
き
な
い
場
合
、物
忘
れ
が
激
し
く
な
っ
た
り
、認
知
機

能
の
低
下
が
起
こり
ま
す
。気
持
ち
が
沈
む
だ
け
で
は
な
く
、不
安
か
ら
食
欲
が
な
くな
り
低
栄
養
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、利
用
者
に
限
ら
ず
、家
族
も
利
用
者
と
会
え
ず
に
気
分
が
落
ち
込
ん
だ
り
と
、面
会
で

き
な
い
こ
と
で
影
響
が
出
ま
す
。

　
面
会
は
利
用
者
の
基
本
的
権
利
で
あ
り
、家
族
と
の
交
流
は
QO
L（
生
活
の
質
）に
影
響
を
与
え
ま
す
。感
染

防
止
対
策
に
留
意
し
、感
染
リ
ス
ク
を
下
げ
な
が
ら
、可
能
な
限
り
、対
面
面
会
を
実
現
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。家

族
と
対
面
で
面
会
す
る
こ
と
は
、利
用
者
に
と
っ
て
、例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
良
い
影
響
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

家
族
に
会
え
る
と
い
う
期
待
か
ら
、

利
用
者
の
気
分
が
高
ま
っ
て
い
く

2

我
が
子
を
思
い
出
せ
な
か
っ
た
利
用
者
が
、

我
が
子
を
き
ち
ん
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

1

高
齢
者
施
設
職
員
が
知
っ
て
お
き
た
い
面
会
再
開
の
メ
リッ
ト

お
さ
か・
け
ん
／
東
北
大
学
大
学
院
教
授
。

19
90
年
東
北
大
学
医
学
部
卒
業
。1
99
5年
東

京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
修
了
。2
02
0

年
2月
よ
り
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
班
メ
ン
バ
ー
。

小
坂

 健
先

生
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ポ
イ
ン
ト
 ❺

ポ
イ
ン
ト
 ❹

ポ
イ
ン
ト
 ❸

ポ
イ
ン
ト
 ❶

職
員
と
入
居
者
家
族
の
声

対
面
面
会

の
施
設

再
開
後

コ
ロ
ナ
禍
に
な
り
、面
会
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
が
、

ウ
ィズ
コ
ロ
ナ
下
の
現
在
で
は
、面
会
方
法
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
し
ょう
か
。

施
設
の
実
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　
面
会
者
に
は
、面
会
時
間
を
通
じ
て
の
マ
ス
ク

着
用
、面
会
前
後
の
手
指
の
消
毒
、面
会
前
の
検

温
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。ま
た
、面
会
者
が
濃
厚
接
触

者
で
は
な
い
か
や
当
日
の
体
調
に
つ
い
て
、確
認
し

て
い
ま
す
。

　
施
設
へ
の
来
訪
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
り
、家
族
か

ら
の
連
絡
が
少
な
く
な
る
傾
向
も
見
ら
れ
ま
す
。家

族
と
施
設
と
の
距
離
が
遠
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、こ
ま

め
に
連
絡
を
取
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
以
前
は
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
考
慮
し
て
個
室

で
の
面
会
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、職
員
の
目
が

届
く
よ
う
な
場
所
で
の
面
会
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

全
て
の
面
会
が
一
時
中
止

B
e

fo
re

　
面
会
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
は
、施
設
側
と
家

族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。ま

た
、タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
面
会
で
は
、職

員
の
負
担
も
増
え
ま
し
た
。

対
面
面
会
を
再
開

A
ft

e
r

　
地
域
の
感
染
状
況
に
留
意
し
つ
つ
、感
染
対
策
を
行
っ

た
上
で
、対
面
面
会
が
再
開
さ
れ
て
い
ま
す
。オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
面
会
も
引
き
続
き
実
施
し
て
い
ま
す
。

全
て
の
対
面
面
会
を
中
止

窓
越
し
面
会

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
を
用
い
た

オ
ン
ラ
イ
ン
面
会

希
望
す
る
家
族
に
は

オ
ン
ラ
イ
ン
面
会
も
継
続

感
染
状
況
を
見
つ
つ
、

基
本
的
に
は
対
面
面
会
を
実
施

熱
が
な
くて
も
風
邪
症
状
に
注
意

家
族
と
施
設
の
コミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

職
員
の
目
の
届
く
場
所
を

面
会
ス
ペ
ー
ス
に

ポ
イ
ン
ト
 ❷

面
会
時
は
必
ず
換
気
を
す
る

　
面
会
場
所
は
、す
ぐ
近
く
に
窓
が
あ
る
と
こ
ろ
を

選
び
ま
し
ょ
う
。季
節
を
問
わ
ず
、対
面
面
会
時
は

窓
を
開
け
て
、し
っ
か
り
と
換
気
を
し
て
い
ま
す
。

面
会
対
応
時
の
職
員
の
配
置

　
現
在
は
面
会
対
応
時
の
職
員
の
負
担
が
増
え
て

い
ま
す
。面
会
の
対
応
に
あ
た
る
の
は
、介
護
職
員

だ
け
で
は
な
く
、他
職
種
の
職
員
も
協
力
し
て
、負

担
が
集
中
し
な
い
よ
う
調
整
し
て
い
ま
す
。

w
it
hコ

ロ
ナ
下
で
の

　
 高

齢
者
施
設
に
お
け
る
面
会
に
つ
い
て

対
面
面
会
を
再
開
し
た

施
設
で
の
取
り
組
み
や
工
夫

ウ
ィズ
コ
ロ
ナ
下
で
対
面
面
会
を
再
開
し
た
施
設
で
の
感
染
対
策
や
面
会
の
実
施
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
班
の
一
員
とし
て
活
躍
して
い
る
、

東
北
大
学
大
学
院
の
小
坂
健
先
生
に
よ
る
留
意
点
も
参
考
に
して
く
だ
さ
い
。

1
2

取
材
／
介
護
老
人
保
健
施
設
 せ
ん
だ
ん
の
丘（
宮
城
県
）、
高
齢
者
複
合
施
設
 サ
ク
ラ
ー
レ
福
住（
新
潟
県
）

窓
越
し
面
会
で
の
苦
悩
か
ら

対
面
面
会
再
開
へ

　
終
末
期
の
入
居
者
と
家
族
が
、窓
越
し
面

会
し
か
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
心
が
痛
み

まし
た
。「
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
仕
方
な
い
」で
済

ま
せ
て
い
い
も
の
か
と
い
う
思
い
か
ら
、面
会

再
開
に
踏
み
切
りま
し
た
。

施
設
職
員

施
設
と
家
族
の
距
離
が

遠
くな
ら
な
い
よう
に

　
以
前
は
家
族
に
連
絡
す
る
場
合
は
良
く
な

い
こ
と
が
あ
っ
た
時
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
は
こ
ま
め
に
利
用
者
さ
ん
の
日
頃
の
様
子

や
良
か
っ
た
こ
と
、で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
合
わ
せ
て
伝
え
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

施
設
職
員

面
会
で
訪
問
す
る
と

施
設
の
雰
囲
気
も
伝
わ
る

　
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、こ
こ
し
ば
ら
く
は
家
族

の
顔
を
見
て
会
話
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

面
会
が
再
開
さ
れ
て
、と
て
もう
れ
し
か
っ
た

で
す
。面
会
だ
と
、施
設
の
雰
囲
気
が
わ
か
る

の
も
良
か
っ
た
で
す
ね
。

入
居
者
家
族

自
分
の
目
で

家
族
の
元
気
な
姿
を
確
認

　
今
回
、対
面
で
15
分
程
面
会
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。家
族
が
健
康
で
元
気
で
い
る

姿
を
、自
分
の
目
で
確
認
で
き
る
の
は
あ
り
が

た
い
で
す
ね
。入
居
者
家
族

1カ
月
に
1度
で
も

対
面
で
会
え
る
とう
れ
し
い

　
利
用
し
て
い
る
施
設
で
は
、対
面
面
会
は

事
前
の
予
約
が
必
要
で
、1
カ
月
に
1回
程

度
。ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
が
必
要
で
は
あ
り
ま

す
が
、会
え
る
の
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。本
人

の
顔
色
が
確
認
で
き
る
の
で
安
心
で
き
ま
す
。

入
居
者
家
族

家
族
に
会
え
る
期
待
・
喜
び
で

利
用
者
の
気
分
が
高
まる

小
坂
先
生
より

　
面
会
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
週
末
に
家
族
に
会
え
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
」と
い
う
期
待
か
ら
、利
用

者
の
気
分
が
高
ま
っ
て
い

く
と
い
っ
た
良
い
影
響
も

期
待
さ
れ
ま
す
。

　
熱
だ
け
で
は
な
く
、面
会
者
や

同
居
家
族
に
の
ど
の
痛
み
や
全
身
の

倦
怠
感
な
ど
の
体
調
不
良
が

あ
る
時
は
面
会
を

控
え
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

ch
ec
k!

　
夏
や
冬
は
窓
を

閉
め
が
ち
で
す
が
、

面
会
時
と
面
会
の
前
後
で

換
気
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

ch
ec
k!
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事 務 連 絡  

令和５年１月 31日 

 

  都道府県   

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

  中 核 市    

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる 

高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて 

 

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の

健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推

進を図ることは重要と考えています。 

そこで、今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員の皆様向けに、面会

を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレ

ットを作成しました。当該動画及びリーフレットを、下記１のとおり、厚生労働

省ホームページに掲載しましたので、各都道府県等におかれては、貴管下の高齢

者施設等に対し周知をいただくとともに、面会の再開・推進にかかる働きかけや

支援をお願いいたします。なお、リーフレットについては、今後、協力が得られ

た高齢者施設の関係団体等を通じて、順次各施設等に配布予定ですので申し添

えます。 

また、面会の実施にあたっての留意点として、下記２の事項について、貴管下

の高齢者施設等に対し周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動

画及びリーフレット 

 以下の厚生労働省ホームページに掲載しています。 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_

00014.html 

 

 

 

 

 

２．面会実施にあたっての留意点 

○ 介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図る

とともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めてい

ただく必要があります。 

 

○ また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年 11 月

19日（令和４年 11月 25日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

においても、高齢者施設等での面会について、「利用者、家族にとって重要な

ものであり」とされており、利用者・家族の QOL 等の観点を重視いただき、

面会の実施を検討いただくようお願いします。 

 

○ 面会の実施にあたっては、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっ

ての留意点について」（令和３年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症

課ほか連名事務連絡）（別添）にお示ししている留意点を御参照ください。 

 

○ なお、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解し

ていただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけるよう

お願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年 11 月 24 日 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について 

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点については、「社会福祉

施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正）」（令

和２年 10月 15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「令

和２年 10月 15日事務連絡」という。）においてお示ししており、その中で、面

会及び外出の実施にあたっての留意点もお示ししているところです。 

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年 11月 19

日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）が決定され、面会については、面会

者からの感染を防ぐことと、利用者、家族の QOLを考慮することとし、具体的に

は、地域における発生状況等も踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワ

クチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、

との方針が示されました。また、外出については、感染が流行している地域では、

感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL を考慮して利用者の外出について

の対応を検討すること、との方針が示されました。 

これを踏まえ、令和２年 10 月 15 日事務連絡にてお示ししていた社会福祉施

設等での面会及び外出の実施にあたっての留意点を見直し、記のとおりとしま
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すので、管内の施設・事業所に対しての周知をお願いします。 

なお、現在、以下のとおり、各施設類型に応じた感染対策の手引き等をお示し

しています。このため、令和２年 10 月 15 日事務連絡については廃止すること

とします。今後、社会福祉施設等に共通した感染防止対策の留意点については、

以下の各手引き等や関連の事務連絡を参照いただくようお願いします。 

また、「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知につ

いて」（令和３年７月 19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）

についても廃止します。 

また、医療施設等における面会の実施については、「医療施設等における感染

拡大防止に留意した面会の事例について」（令和３年 11月 24日付厚生労働省医

政局地域医療計画課ほか連名事務連絡）を参照いただくようお願いします。 

 

【各施設類型における感染対策の手引き等】 

・「介護現場における感染対策の手引き」、「介護職員のための感染対策マニュ

アル」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html） 

・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html） 

・「入所型児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症に関する対策の手

引き」（http://www.tohoku-icnet.ac/covid-19/mhlw-wg/images/division/ 

child_welfare_facility/d06_pdf01.pdf） 

 

 

記 

 

 

１．社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における面会及び外出の留意

点 

（面会） 

○ 面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健

康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な

限り安全に実施できる方法を検討すること。 

○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏

まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も

考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断

すること。 
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○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は

検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討するこ

と。 

○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱

いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会

者も交流が図れるよう検討すること。 

○  対面での面会を制限せざるを得ない場合には、「高齢者施設等におけるオン

ラインでの面会の実施について」（令和２年５月 15 日付厚生労働省老健局総

務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）、「障害者支援施設等におけるオン

ラインでの面会の実施について」（令和２年５月 22 日付厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）等も参考に、引き続きオンライン

での実施を検討すること。 

○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰

性であることを確認できた場合であっても、以下に記載の感染防止対策を行

った上で実施すべきであること。 

○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族

等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。 

 

（面会を実施する場合の感染防止対策） 

○  面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会

を断ること。 

○  面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑わ

れる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。 

○  面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積

極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。また、面会者が

面会後、一定期間（少なくとも２日）以内に、発症もしくは感染していたこと

が明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。 

○  面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。 

・ 濃厚接触者でないこと 

・ 同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 

・ 過去２週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと 

・ 過去２週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 

・ 過去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

いる国・地域等への渡航歴がないこと。 
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・ 人数を必要最小限とすること。 

○  面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求める

こと。 

○  一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口

に触れないように配慮すること。 

○  面会時には、換気を十分に行うこと。 

○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。 

○  面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。 

○  面会後は、使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。 

○ ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検

査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏

まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、

マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き

徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に対する

警戒を怠らないこと。 

 

（外出） 

○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限す

べきではなく、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、

手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、

鼻、口を触らないように留意すること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、入所者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹

底すること。 

 

２．社会福祉施設等（通所・短期入所等のサービス）における面会及び外出の留

意点 

（面会、外出） 

○ 面会、外出に関しては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対

応を行うこと。 

 

３．社会福祉施設等（居宅を訪問して行うサービス）における外出の留意点 

（外出） 

○ 訪問介護については、 

・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成 12年３月 17

日付老計第 10号）において、通院・外出介助 
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5 

・「適切な訪問介護サービス等の提供について」（平成 21 年７月 24 日付厚生

労働省老健局振興課事務連絡）において、訪問介護員等の散歩の同行 

が訪問介護費の支給対象となりうる旨お示ししているところ。 

○ 訪問介護等における利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行について

制限する必要はないが、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスク

の着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの

手で目、鼻、口を触らないように留意すること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹

底すること。 
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指健国第 488 号 1

令和５年８月９日

認知症対応型共同生活介護サービス事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

指宿市健康福祉部国保介護課

課長 大牟禮 伸英

新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の

実施と実施回数の取扱いについて（通知）

標記の件について，県より別添のとおり通知がありました。

本市におきましても，県に準じて外部評価の実施を求めないとする臨時的な取

り扱いを終了することとします。今後は，県の実施要領に基づき，適切に実施

されますようお願いいたします。

〈問い合わせ先〉

指宿市役所健康福祉部国保介護課

介護保険係 担当：濵田

電話：0993-22-2111（内線254）

各位

【資料10】               34
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指 健 国 第 6 8 7 号

令和５年 10 月４日

居宅介護支援事業所

小規模多機能型居宅介護事業所 各位

指宿市地域包括支援センター

指宿市健康福祉部国保介護課長

許可願及び理由書の変更について（通知）

本市の介護保険事業に対し，日頃よりご理解，ご協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて，本市では，軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付や同居家族のいる場合のヘルパー利用

時，要介護認定有効期間の半数を超える短期入所時において，許可願及び理由書の提出をお願いし

ているところです。

今回，平成 28 年 11 月７日付け「許可願（介護サービス利用）の提出方法の変更について（通

知）」について見直しを行い，「許可願」から「確認書」への名称変更と，確認書及び理由書の様式

等の変更を行うこととしました。

つきましては，別添の資料等を確認いただき，必要書類の提出をよろしくお願いします。

なお，提出様式については，指宿市ホームページに掲載しております。

記

１ 別添資料

・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認書

・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について （別紙１）

・介護保険福祉用具貸与フロー図 （別紙２）

・軽度者の福祉用具貸与例外給付の種目毎の確認（別紙３）

・福祉用具が必要となる主な事例内容（例）（別紙４）

・軽度者に対する福祉用具貸与に係る医学的所見について（照会）（参考様式１）

・同居家族等がいる場合の生活援助に係る確認書

・同居家族等がいる場合の生活援助の取り扱いについて （別紙５）

・要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用理由書

・要介護認定有効期間の半数を超える短期入所者サービスの利用について（別紙６）

【資料１１】               36



２ 適用日

令和５年 11月１日

【問い合わせ先】

〒891-0497 指宿市十町 2424 番地

指宿市役所健康福祉部国保介護課

介護保険係 担当：大浦

TEL：（0993）22-2111 内線 263･254
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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認書

以下について，福祉用具貸与の例外給付の申請をします。

令和 年 月 日

【保険者記入欄】

※車いす及び車いす付属品、移動用リフト（段差解消機）の貸与については、老企第 36号 第 2の 9（2）に基づき，
指定居宅介護（介護予防）支援事業者が判断できる場合は、例外給付の申請は不要です。

※移動用リフトの「昇降座椅子」「バスリフト」は，厚生労働大臣が定める者（利用者等告示第三十一号のイ）に該当

しない場合は，例外給付の申請が必要です。

※利用者の状態像の変化により福祉用具の新たな対象種目の追加・変更が必要となれば，再度例外給付の申請が必要で

す。

事 業 所 名

計画作成担当者氏名

連絡先 TEL FAX

被保険者氏名 被保険者番号

要介護状態区分
□認定済

□申請中（暫定）
□要支援（ ） □要介護（ ）

認定有効期間 年 月 日 ～ 年 月 日

対 象 種 目

□特殊寝台 □特殊寝台付属品 □床ずれ防止用具 □体位変換器

□認知症老人徘徊感知機器 □移動用リフト（つり具の部分を除く）

□自動排泄処理装置（尿のみを自動吸引するものを除く）

医師による

医学的所見

□ⅰ：疾病その他の原因により，状態が変動しやすく，日によって又は時間帯によって，頻繁に福祉用
具が必要な状態に該当する。（例：パーキンソン病の治療薬による ON・OFF現象）

□ⅱ：疾病その他の原因により，状態が急速に悪化し，短期間のうちに福祉用具が必要な状態になるこ
とが確実に見込まれる。（例：がん末期の急速な状態悪化）

□ⅲ：疾病その他の原因により，身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉
用具が必要な状態に該当すると判断できる。（例：ぜんそく発作等による呼吸不全，心疾患によ

る心不全，嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

貸与開始年月日 年 月 日

サービス担当者会議 開催日 年 月 日

添付書類

要 介 護 要 支 援

□ 居宅サービス計画書（１，２，４表）

□ 医師による医学的所見

□ 介護予防サービス・支援計画書

□ サービス担当者会議の要点（支援経過）

□ 医師による医学的所見

※原則、サービス利用開始前に提出してください。

確認日 年 月 日

結 果

可

ケアマネジメントが適切に行われ，福祉用具貸与が必要であると確認ができました。

（備考）

不可

（理由)
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別紙１

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

指宿市国保介護課

令和５年９月
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≪福祉用具貸与の例外給付とは≫

１ 軽度者への福祉用具の例外給付について

要支援１・要支援２及び要介護１と認定された者（以下「軽度者」という。）に係る福祉用具貸与費につい

てはその状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具（以下「対象外種目」）は原則として算定するこ

とができません。

また，自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）については，要支援１・要支援

２及び要介護１，要介護２及び要介護３と認定された者に対しても原則的に算定できません。

したがって，利用者の身体状況等から対象外種目の貸与が必要な者への例外給付は，あくまで例外的措置

であるという原則をもとに，適切な手順により利用者の状態および当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査

し，適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

【福祉用具貸与が可能な場合】

１：要介護認定に係る基本調査結果で，福祉用具貸与が必要と認められる場合

（※厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果に該当する場合）

２：下記の I～IIIのいずれに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されている場合であって，サー
ビス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると認められ，これ

らの２点を市町村が確認できた場合。

（※）具体的には次ページ：表２の「厚生労働大臣が定める者のイ」を指す。

より詳しい事例は，別紙４の主な事例内容(例)を参照してください。

２の例外：

・車いす及び車いす付属品と移動用リフト（段差解消機）について

車いす及び車いす付属品の「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及び移動用

リフト（段差解消機）の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基

本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像につい

て適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指

定居宅介護（介護予防）支援事業者が判断します。

⇒よって、市への確認書の提出は不要です。

注意していただきたいこと

※移動用リフトの「昇降座椅子」「バスリフト」は，厚生労働大臣が定める者（利用者等告示第三十一号の

イ）に該当しない場合は，例外給付の申請が必要です。

（補足）昇降座椅子について

⇒認定調査項目で判断する場合，「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断します。

【理由】「床からの昇降」を補助する「昇降座椅子」は「床からいすの高さまでの動き」を評価する必

要があり，「畳からポータブルトイレへ」の「乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用い

る必要があるため。（平成 19年 3月 30日付け厚生労働省老健局振興通知）

2

Ⅰ 状態の変化 疾病その他の原因により，状態が変動しやすく，日によって又は時間帯によって，頻

繁に利用者等告示第三十一号のイ(※)に該当する者
例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象

Ⅱ 急性憎悪 疾病その他の原因により，状態が急速に悪化し，短期間のうちに利用者等告示第三十

一号のイ(※)に該当するに至ることが確実に見込まれる者
例 がん末期の急速な状態悪化

Ⅲ 医師禁忌 疾病その他の原因により，身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判

断から利用者等告示第三十一号のイ（※)に該当すると判断できる者
例 ぜんそく発作等による呼吸不全

表１
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3

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ
厚生労働大臣が定める者のイに該当する

基本調査の結果

ア 車いす及び

車いす付属品

次のいずれかに該当する者

（一）日常的に歩行が困難な者

（二）日常生活範囲における移

動の支援が特に必要と認めら

れる者

基本調査 １－７

「3．できない」
―
※日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認め

られる者

⇒サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメ

ントにより指定居宅介護（介護予防）支援事業所が判断

する。

イ 特殊寝台及び

特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

（一）日常的に起きあがりが困

難な者

（二）日常的に寝返りが困難な

者

基本調査 １－４

「3．できない」
基本調査 １－３

「3．できない」

ウ 床ずれ防止用具

及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者 基本調査 １－３

「3．できない」

エ 認知症老人

徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

（一）意志の伝達、介助者への

反応、記憶・理解のいずれかに

支障がある者

（二）移動において全介助を必

要としない者

基本調査 ３－１

「1．調査対象者が意志を他者に伝達できる」以外
又は

基本調査 ３－２～３－７のいずれか

「2．できない」又は
基本調査 ３－８～４－１５のいずれか

「1．ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨

が記載されている場合も含む。

基本調査 ２－２

「4．全介助」以外
オ 移動用リフト

(つり具の部分を
除く)

次のいずれかに該当する者

（一）日常的に立ち上がりが

困難な者

（二）移乗が一部介助又は全

介助を必要とするもの

（三）生活環境において段差

の解消が必要と認められるも

の

基本調査 １－８

「3．できない」
基本調査 ２－１

「3．一部介助」又は「4．全介助」
―
※生活環境において段差の解消が必要と認められ

る者

⇒サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネ

ジメントにより指定居宅介護（介護予防）支援事業

者が判断する。

カ 自動排泄処理

装置

(尿のみを自動的に
吸引するものを除く）

次のいずれにも該当する者

（一）排便において全介助を必

要とする者

（二）移乗において全介助を必

要とする者

基本調査 ２－６

「4．全介助」
基本調査 ２－１

「4．全介助」

表２
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認定調査票（基本調査）項目 表２の参照

第１群 身体機能・起居動作

１－１ 麻痺等の有無（左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，その他（四肢の欠損）

１－２ 拘縮の有無（肩関節，股関節，膝関節，その他（四肢の欠損）

１－３ 寝返り

１－４ 起き上がり

１－５ 座位保持

１－６ 両足での立位保持

１－７ 歩行

１－８ 立ち上がり

１－９ 片足での立位保持

１－10 洗身

１－11 つめ切り

１－12 視力

１－13 聴力

第２群 生活機能

２－１ 移乗

２－２ 移動

２－３ えん下

２－４ 食事摂取

２－５ 排尿

２－６ 排便

２－７ 口腔清潔

２－８ 洗顔

２－９ 整髪

２－10 上衣の着脱

２－11 ズボン等の着脱

２－12 外出頻度

第３群 認知機能

３－１ 意思の伝達

３－２ 毎日の日課を理解する

３－３ 生年月日や年齢を言う

３－４ 短期記憶（面接調査の直前に何をしていたか思い出す）

３－５ 自分の名前を言う

３－６ 今の季節を理解する

３－７ 場所の理解（自分がいる場所を答える）

３－８ 徘徊

３－９ 外出すると戻れない

4
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5

第４群 精神・行動障害

４－１ 物を盗られたなどと被害的になる

４－２ 作話をする

４－３ 泣いたり，笑ったりして感情が不安定になる

４－４ 昼夜の逆転

４－５ しつこく同じ話をする

４－６ 大声を出す

４－７ 介護に抵抗する

４－８ 「家に帰る」等と言い落ち着きがない

４－９ 一人で外に出たがり目が離せない

４－10 いろいろなものを集めたり，無断でもってくる

４－11 物を壊したり，衣類を破いたりする

４－12 ひどい物忘れ

４－13 意味もなく独り言や独り笑いをする

４－14 自分勝手に行動する

４－15 話がまとまらず，会話にならない

第５群 社会生活への適応

５－１ 薬の内服

５－２ 金銭の管理

５－３ 日常の意思決定

５－４ 集団への不適応

５－５ 買い物

５－６ 簡単な調理

その他 過去 14日間に受けた医療（複数回答可）

【処置内容】

１，点滴の管理

２，中心静脈栄養

３，透析

４，ストーマ（人口肛門）の処置

５，酸素療法

６，レスピレーター（人工呼吸器）

７，気管切開の処置

８，疼痛の看護

９，経管栄養

【特別な対応】

10，モニター測定（血圧，心拍，酸素飽和度等）
11，じょくそうの処置
12，カテーテル（コンドームカテーテル，留置カテーテル，ウロストーマ等）
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≪必要な手続きについて≫

１：要介護認定に係る基本調査結果で，福祉用具貸与が必要と認められる場合

最新の基本調査結果をケアプランと一緒に保管しておいてください。（市への確認などは不要です。）

２：車いす及び車いす付属品のレンタルにおいて「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められ

る者」，移動用リフト（段差解消機）のレンタルにおいて「生活環境において段差の解消が必要と認められ

る者」に該当する場合

市への届出は，不要です。ケアプランと一緒に，医師の所見が確認できる書類とサービス担当者会議の要

点をまとめた書類を一緒に保管しておいてください。

なお，市が資料の提出を求めた際には，ご協力をお願いいたします。

３：上記１，２以外で厚生労働大臣が定める者のイに該当すると認められる場合

☆貸与までの流れ☆

①利用者が，福祉用具の貸与を希望し，ケアマネージャーに相談する。

②ケアマネ―ジャーが，相談内容から福祉用具の必要性を判断。

③福祉用具の必要性が高い場合，医師に福祉用具の必要性と表１の I～IIIのいずれに該当するかの判断
を仰ぐ。

④医師は，利用者の状況を勘案し，書面にて判断の結果を回答する。（書面での回答が難しい場合には，

ケアマネージャーによる聞き取りでも可。）

⑤医師の医学的な所見とサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより，福祉用具貸与

が特に必要と認められた場合は，ケアマネージャーは，確認書にその他必要書類を添えて窓口に提出。

⑥市が審査。書類やその内容に問題がなければ書類を受理し，申請日（事前連絡があった場合には，その

日）からの例外給付を認める。

⑦後日，ケアマネージャーの事業所に電話での通知，確認書の写しを窓口又はＦＡＸにて交付。

⑧ケアマネージャーは，申請時提出した書類とともに，確認書の写し等を保管する。

⑨認定有効期間終了後も継続して必要な場合は，もう一度，①からの手続きを行う。

※継続の手続きは，認定有効期間が終了するまでに行うこと。
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1

軽度者の福祉用具貸与例外給付の種目毎の確認 別紙３

１．車いす・車いす付属品

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

日常生活における移動の支援が特に必要ですか？

○ 移動の支援が特に必要と認められる

医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加す

るサービス担当者会議を通じた適切なマネジメントによりケアマネジャーが判断する。判断根拠等については

ケアプランに明記しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

③ 「①・②」に該当しない・・・

医学的所見に基づき車いすが必要な状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる

※医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

日常的に歩行が困難な者 基本調査１－７が「３．できない」

日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 サービス担当者会議等の結果で判断

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

１ 日常的に歩行が困難な者

２ 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
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2

２．特殊寝台・特殊寝台付属品

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

（１）か（２）のいずれかに該当する者

（１）日常的に起き上がりが困難な者 基本調査１－４が「３．できない」

（２）日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３が「３．できない」

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

１ 日常的に起き上がりが困難な者

２ 日常的に寝返りが困難な者
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3

３．床ずれ防止用具・体位変換器

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３が「３．できない」

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

日常的に寝返りが困難な者
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4

４．認知症老人徘徊感知機器

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

（１）と（２）のいずれにも該当する者

（１）意思の伝達、介護者への反応、記憶・

理解のいずれかに支障がある者

基本調査３－１が「１．調査対象者が意思を他者に伝達

できる」以外

又は基本調査３－２～基本調査３－７のいずれかが

「２．できない」

又は基本調査３－８～基本調査４－１５のいずれかが

「１．ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある

旨が記載されている場合も含む。

（２）移動において全介助を必要としない場合 基本調査２－２が「４．全介助」以外

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一のイに該当する者＞

１ 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

２ 移動において全介助を必要としない場合
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５．移動用リフト（段差解消機）

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

生活環境において段差の解消が必要ですか？

○ 段差の解消が必要と認められる

医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加す

るサービス担当者会議を通じた適切なマネジメントによりケアマネジャーが判断する。判断根拠等については

ケアプランに明記しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

③ 「①・②」に該当しない・・・

医学的所見に基づき移動用リフトが必要な状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

※医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

（１）日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査１－８が「３．できない」

（２）移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査２－１が「３．一部介助」又は「４．全介助」

生活環境において段差の解消が必要と認められる者 サービス担当者会議等の結果で判断

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

１ 日常的に立ち上がりが困難な者

２ 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

３ 生活環境において段差の解消が必要と認められる者
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６．移動用リフト（昇降座椅子）

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査２－１が「３．一部介助」又は「４．全介助」

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
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７．移動用リフト（段差解消機以外・昇降座椅子以外）

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

（１）日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査１－８が「３．できない」

（２）移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査２－１が「３．一部介助」又は「４．全介助」

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不

全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

１ 日常的に立ち上がりが困難な者

２ 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
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８．自動排泄処理装置

① まず最初に・・・

まずは直近の「認定調査票」を確認しましょう！

直近の認定調査票の各項目が下表に該当しますか？

○ 該当する場合

福祉用具の必要性が調査票により確認できるため、貸与可能。サービス担当者会議を開催し当該調査票

を保存しておくこと。→この場合は保険者への確認書の提出は不要です。

× 該当しない場合 →②へ進んでください

② 調査票で該当しない・・・

医学的所見に基づき状態像が判断できますか？

医師の医学的所見（主治医意見書 or 診断書 or照会文書等 or面談、電話等による聴取）より下表のⅰ～ⅲ

のいずれかの状態になることが判断できますか？

注 括弧内の状態はあくまで例であり、括弧内以外の状態であっても「必要性が想定される状態」と判断

される場合もありうる。

○ 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できる

→確認書の提出手続きを行ってください。

× 医師の医学的所見より、ⅰ～ⅲのいずれかの状態になることが判断できない

→この場合は介護保険を利用しての貸与は不可となります。

※貸与を開始するのは原則保険者の確認後です。

特別な事情がある場合で書類が貸与開始前に提出できない場合はあらかじめ保険者へ相談してください。

新規申請や区分変更申請中でも書類の提出は可能ですので、保険者の確認後に貸与を開始してください。

（１）か（２）のいずれにも該当する者

（１）排便が全介助を必要とする者 基本調査２－６が「４．全介助」

（２）移乗が全介助を必要とする者 基本調査２－１が「４．全介助」

＜医師の医学的所見に基づき必要性が想定される状態像＞

ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第三十一号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当す

ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から利用者等

告示第三十一号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による

心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

＜利用者等告示第三十一号のイに該当する者＞

１排便が全介助を必要とする者

２移乗が全介助を必要とする者
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別紙４

福祉用具が必要となる主な事例内容（例）

※例示されていない疾病であっても，条件を満たしていれば給付の対象となることがあります。

※逆に例示されている疾病であっても，必ずしも福祉用具貸与の例外給付の対象となるわけではありません。

あくまでも，福祉用具は必要な状態像に合致することが条件です。

事例類型 福祉用具が必要となる主な事例

I 状態の変化

パーキンソン病で，内服加療中に急激な症状・症候の軽快・憎悪を起こす現象（ON・
OFF現象）が頻繁に起き，日によって，告示で定める福祉用具が必要な状態となる。

重度の関節リウマチで，関節のこわばりが朝方に強くなり，時間帯によって，告示で定

める福祉用具が必要となる。

II 急性憎悪
末期がんで，認定調査時は何とか自立していても，急激に状態が悪化し，短期間で告示

で定める福祉用具が必要となる。

III 医師禁忌

重度のぜんそく発作で，特殊寝台の利用により，一定の角度に上体を起こすことで，呼

吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されてい

る。

重度の心疾患で，特殊寝台の利用により，急激な動きをとらないようにし，心不全発作

の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。

重度の逆流性食道炎（嚥下障害）で，特殊寝台の利用により一定の角度に上体を起こ

すことで，誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも

指示されている。

脊髄損傷による下半身麻痺で，床ずれ発生リスクが高く，床ずれ防止用具の利用によ

り，床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示

されている。

人口股関節の術後で，移動用リフトにより，立ち座りの際に脱臼の危険性を回避する必

要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。
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参考様式１

軽度者に対する福祉用具貸与にかかる医学的所見について（照会）

令和 年 月 日

日ごろより大変お世話になっております。

さて、先生が診察されている以下の被保険者について、介護保険における福祉用具の必要

性を判断するため、医学的な所見が必要となりました。お忙しいところ恐縮ですが、以下の

回答欄にご記入いただきますよう、ご協力をお願いします。

----------------------------------------------------------------------------------

〈 医学的所見の回答欄 〉

※利用者等告示：厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成 27 年厚老告示 94）

令和 年 月 日

医 師 名

（照会先）

医療機関名

医 師 名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

（照会者）

事業者名

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

被保険者

フリガナ 被保険者番号

氏名 生年月日 明・大・昭 年 月 日

住 所

要介護度
□要支援１ □要支援２ □要介護１ □認定申請中

※自動排泄処理装置の場合 □要介護２ □ 要介護３

福祉用具

の種類

□車いす・車いす付属品 □特殊寝台 ・ 特殊寝台付属品 □床ずれ防止用具

□体位変換器 □認知症老人徘徊感知機器 □移動用リフト

□自動排泄処理装置

疾病その他の原因

主な症状等

医学的な所見

（該当に〇）

ⅰ）疾病その他の原因により，状態が変動しやすく，日によって又は時

間帯によって，頻繁に利用者等告示第三十一号のイに該当する者

（例：パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象等）

ⅱ）疾病その他の原因により，状態が急激に悪化し，短期間のうちに利

用者等告示第三十一号のイに該当することが確実に見込まれる者

（例：がん末期の急速な状態悪化等）

ⅲ）疾病その他の原因により，身体への重大な危険性又は症状の重篤化

の回避等,医学的判断から利用者等告示第三十一号のイに該当する

と判断できる者

（例：ぜんそく発作等による呼吸不全，心疾患による心不全，

嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）
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歳

歳

歳

歳

歳

（備考）

　同居家族等がいる場合の生活援助に係る確認書

令和　  　　 　年　　　　　月　　　　　日

事 業 所 名

担当介護支援専門員

連絡先 TEL FAX

以下の被保険者について，同居家族等がいる場合の生活援助に関する申請をします。

被保険者氏名 被保険者番号

　　□　申請中（暫定） 　□要支援（　　　　）　　　　□要介護（　　　　）　

　　□　認定済 　□事業対象者　　　□要支援（　　　　）　　　　□要介護（　　　　）　

認定有効期間 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日～　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

氏　　　　名 続柄 年　齢 就業等の状況

　□掃　除　　　□洗　濯　　　□ベッドメイク　　　□衣服の整理・被服の補修　　

　□一般的な調理、配下膳　　　□買い物・薬の受け取り　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

  サービスの回数（　　　　　　回／週）　　　　サービス時間数（　　　　　　　分）

　要　介　護 要　支　援

　□　利用者基本情報　　□　アセスメント表　 　□　利用者基本情報　□　介護予防サービス・支援計画書

　□　居宅サービス計画（１～３表，６，７表） 　□　週間計画表　　　　□　利用表・別表

 ※原則、サービス利用開始前に提出してください。

算　定 可　　・　　不可 確認日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

要介護状態区分

同居家族等

必要な生活援助

添付書類

保険者記入欄

同居家族等が　　
できないと　　　

判断した理由
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別紙５

同居家族等がいる場合の生活援助の取り扱いについて

基本的な考え方について

生活援助の算定要件では、「単身の世帯に属する利用者、又は同居の家族等が障害・疾病等の理

由により、当該利用者及び家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助を受け

なければ日常生活を営むことに支障が出る場合について算定する」とあります。

また、上記の「同居の家族等が障害・疾病等の理由により、当該利用者及び家族等が家事を行

うことが困難であるもの」については、家族等に障害・疾病がない状態であっても同様のやむを

得ない事情により家事を行うことが困難である場合も含むとしています。（老企第 36号 第２の

２（６））

そのため、生活援助を算定するにあたっては十分なアセスメントとサービスの必要性を判断し、

単なる家事代行とならないように留意してください。

同居家族等について

確認申請における同居家族のいる場合の生活援助について，次のように「同居」「別居」を判断

します。

同居と判断する場合

①同一家屋に家族等が住んでいる場合（住民票上同一世帯である場合等）

②同一家屋（二世帯住宅）で、玄関又は居室は独立しているが、下記に該当する場合

・台所・浴室等が家族等と共有の場合

・室内の階段もしくは扉で家族等の部屋とつながっている場合

③同一敷地内の別棟に家族等が居住しており、下記に該当する場合

・台所、浴室等を家族等と共有している場合

・日常の買い物・食事等が、家族等と一緒若しくは、生計の同一性がある場合

別居と判断する場合

①本人の居住している家屋からいったん外にでなければ家族等の居住部分に立ち入ることがで

きない場合

★「家族等」の範囲

・前述の同居の状況にある親族、同居人等。

血のつながりのない同居人であっても、同一家屋での生活実態がある場合、家族同様とみな

します。

「その他やむを得ない事情」について

やむを得ない事情により家事を行うことが困難であると判断した場合であっても、サービス担

当者会議において、本人ができること、同居家族等ができること、別居家族及びインフォーマル

サービスで対応できることを十分アセスメントした上で、介護保険サービスでの利用の必要性の

有無を検討し、ケアプランへ位置づけるようにしてください。

やむを得ない事情による具体例

①同居家族等が就業等により、日中独居で生活援助が必要な場合

（例）利用者が認知症等であり、一人で食事の準備ができないため、家族不在の時間帯に食事の

配膳等が必要な場合。

②同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合

（例）同居家族等からの介護放棄により援助が期待できず、利用者の日常生活に支障がある場合
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別紙５

★単に遠慮がある、同居家族等が家事に慣れていない、今までしたことがない等の理由ではこ

の条件には該当しません。

③安全面や健康面、衛生面からみて生活援助の必要性が高い場合

（例）自力排泄は可能だが、ほぼ毎回トイレを汚してしまうため、その都度の掃除が必要だが、

就業等で同居家族等では実施できない場合。

④同居家族等が要介護認定又は要支援認定を受けている、又は同居家族等が障害を有しており、

家事が困難な状況にある場合

★介護保険サービスはケアプランに位置付けられた利用者本人にしか提供はできません。同居

家族等が、要介護認定又は要支援認定を受けている場合、共有するサービスについては、それ

ぞれのケアプランに位置付け、適宜所要時間を振り分ける必要があります。（老企第 36号 第

２の 1（５））

また、同居家族が障害を有して家事が困難な状況にある場合も、障害福祉サービスと按分して

ください。

確認書の提出について

同居家族全員が認定を受けている新規利用の場合及び状況の変化があった場合（介護認定区分

変更等），または家族が障害や疾病その他やむを得ない事情（同居家族等がいるが仕事で日中独居

となる場合やヤングケアラー，引きこもり等）の場合に，確認書の提出が必要となります。
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要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用理由書

□ 新規 □ 継続

被

保

険

者

被保険者番号

作 成 日

令和 年 月 日氏 名

要介護認定有効期間 年 月 日 ～ 年 月 日

要 介 護 度 要介護認定有効期間半数日数 日

要介護認定期間中の

短期入所利用日数

前月までの利用日数（１） 当月の利用予定日数（２） 累計日数（１）＋（２）

利用者の状況等

（身体状況，生活状況，

サービスの利用状況，

家族の介護協力など）

有効認定期間の

半数を超える理由

（在宅生活の維持・復帰

に向け調整中，施設に入

所できず待機中等）

現在検討中のサービス等

（施設の申込み等）

※具体的に申込み時期・

申込み施設名等を記載

指定居宅介護支援事業所名

連 絡 先 ( ) －
介護支援

専門員氏名

添付書類

要介護 要支援

□利用者基本情報

□居宅サービス計画１～７表

（支援経過については過去３ヶ月分）

□利用者基本情報 □介護予防サービス・支援計画書

□週間計画表 □サービス担当者会議の要点

□支援経過(過去３ヶ月分） □利用票・別表

保険者

記入欄

確認日 年 月 日
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別紙６

要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について

指宿市国保介護課介護保険係

短期入所サービスにおける、保険給付の対象となる利用日数は、利用者の心身の状況等を勘案し

て、特に必要と認められる場合を除き、保険給付対象の利用日数は、認定有効期間のおおむね半数

を超えないようにしなければならないとされています。

やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみや

かに以下の書類を添えて、指宿市国保介護課介護保険係へ届出をしてください。

なお、届出の前に、「主治の医師から得た情報」及び「サービス担当者会議を通じた適切なケア

マネジメント」により、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用の必要性を確認して

ください。

【提出書類】

（１） 要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用理由書

（２） 利用者基本情報

（３） 居宅サービス計画１～３表【介護予防の場合は、介護予防サービス・支援計画書】

（４） サービス担当者会議の要点（居宅サービス計画４表）【介護予防の場合は、支援計画表】

（５） 居宅介護支援経過（居宅サービス計画５表）【介護予防の場合は、支援経過記録】

※支援経過については、過去３ケ月分を添付してください。

（６）利用票、別表

【留意事項】

（１）次期有効期間において、おおむね半数を超えることになったときは、再度提出が必要と

なります。

（２）市の確認を受けた場合であっても、介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を

超える短期入所サービスの利用について、早期解消に努めてください。

（３）短期入所生活介護における短期入所サービスの連続利用の上限は３０日です。居宅に戻

ることなく，自費利用を挟み同一事業所を連続３０日を超えて利用している者に対して

短期入所生活介護を提供する場合には，連続３０日を超えた日から減算となります。自

宅にて一泊のみした場合も同様の扱いとなります。

○３１日目 → 自費（自宅にて一泊）

○３２日目以降の利用 → 所定単位数から３０単位減算

認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を２で割った日数とします。少数点

以下は、切り捨てます。

認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に１日を加えた数です。

＜例＞ （半数）

認定有効期間日数３６５日÷２＝１８２．５ ⇒ １８２日 ⇒ １８３日目から半数超え
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

Vol.１１３９ 

令和５年３月 31 日 

厚生労働省老健局高齢者支援課      
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各保険者介護保険担当課（室）  御 中 

各 介 護 保 険 関 係 団 体 

← 厚生労働省 老健局高齢者支援課 

今回の内容 
 

「ケアプランデータ連携システム」の 

本格運用について（情報提供） 

計 11 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111( 内 線 3 8 7 6 )  

FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 

令和５年３月 31 日 

各都道府県介護保険主管課（室） 

各市区町村介護保険主管課（室）  御中 

 各 介 護 保 険 関 係 団 体  

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

介護業務効率化・生産性向上推進室 

 

 

「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について（情報提供） 

 

介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では、公益社団法人国民健康保険中央会（以下、「国民健康保険中央会」という。）が構築し

た「ケアプランデータ連携システム」の概要等について、従前よりお示ししてきました。 

今般、令和５年４月からの本格運用に伴い、国民健康保険中央会より新たに情報提供があったため周知

いたします。 

また、本システムを利用することで、居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所が居宅サービス計画書

等をやり取りする負担は大幅に削減されるため、本システムは介護現場における生産性向上に資する強

力なツールであると考えています。各都道府県･市区町村におかれては、管内関係団体、介護サービス事

業所等に積極的に周知し利用勧奨いただくとともに、各関係団体におかれても、加盟事業所等に周知・利

用勧奨いただくよう、ご協力お願い申し上げます。 

 

【ケアプランデータ連携システムに関する照会先】 

国民健康保険中央会 保健福祉部介護保険課 

TEL：03-3581-6835 

国民健康保険中央会ホームページ 

https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html 

 

 

【厚生労働省担当】 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

介護業務効率化・生産性向上推進室 

電話番号：03-5253-1111（内線 3876） 

e-mail： kaigoseisansei@mhlw.go.jp 
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令和５年３月３１日 

各介護保険事業所 御中 

公益社団法人 

国民健康保険中央会 

 

ケアプランデータ連携システムの本格運用開始 

及び専用サポートサイト開設ついて 

 

本会の事業運営につきましては、平素よりご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、本会にて開発を行っている標記システムについては、説明会等でご案内のと

おり、令和５年４月２０日から本格運用を開始しますので、利用開始についてご検討

いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、運用開始に先立ち、早い段階で利用準備をしたいというご意見を踏まえ、 

令和５年４月１日より 13 日までの間、事前申請を実施いたしますので、併せてご活

用ください。 

また、介護事業所の皆様へのシステム導入や利用操作支援のため、「ケアプランデ

ータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」を開設いたしました。事前申請や運

用開始後の申請方法等を含め、詳細な情報はサポートサイトで情報提供してまいりま

すので、ご参照ください。 

今後もより使いやすいサイトを目指してまいりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」の主な掲載内容 

〇システムに関する重要なお知らせを掲載 

〇製品及び操作マニュアルのダウンロードページ（令和５年４月１４日より開放） 

〇ＦＡＱや問合せフォームによるメール照会回答 

〇ケアプランデータ連携システムに関する導入フロー（システム利用申請画面へ

のリンクなど）、説明動画等資料 

 

「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」のＵＲＬ 

https://www.careplan-renkei-support.jp 

 

【ケアプランデータ連携システムに関する照会先】 

国民健康保険中央会 保健福祉部介護保険課 

TEL：03-3581-6835 

情報掲載先：https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html 
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険
合
会

厚
生

労
働

省
主

導
 紙

に
よ

る
FA

X業
務

を
な

くし
 一

層
の

利
用

者
支

援
の

向
上

へ

ケ
ア

プ
ラ

ン
デ

ー
タ

連
携

シ
ス

テ
ム

ご
存

じ
で

す
か

？
本

サ
ー

ビ
ス

の
ポ

イ
ン

ト
 ※

本
シ

ス
テ

ム
 説

明
会

資
料

よ
り

抜
粋

・地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

を
利

用
し

た
IC

T
導

入
支

援
事

業
で

は
、
3

/4
補

助
率

の
一

定
条

件
 

・「
利

用
意

向
あ

り
」は

、
ケ

ア
マ

ネ
事

業
所

 ８
０

％
以

上
、
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 7
0

％
以

上

・期
待

さ
れ

る
効

果
は

、
時

間
削

減
 4

1
1
.6

時
間

/年
、
コ

ス
ト

削
減

 8
1
.6

万
円

/年

・ラ
イ

セ
ン

ス
料

は
、
1
事

業
所

あ
た

り
 2

.1
万

円
/年

、
有

効
期

間
1

年

は
た

し
て

簡
単

操
作

で
転

記
誤

りも
な

くな
る

の
か

？
新

時
代

の
日

常
を

是
非

体
験

し
て

くだ
さ

い

公
益

社
団

法
人

 国
民

健
康

保
険

中
央

会
（国

保
中

央
会

）
本

シ
ス

テ
ム

の
構

築
・運

用
は

、
厚

生
労

働
省

か
ら

の
依

頼
に

よ
り

私
た

ち
が

行
っ

て
い

ま
す

。

国
民

健
康

保
 

団
体

連
 

（国
保

連
合

会
）を

会
員

と
し

て
設

立
さ

れ
た

法
人

で
す

。
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こ
ん

な
お

悩
み

抱
え

て
い

ま
せ

ん
か

？
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導
入

ま
で

の
流

れ
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【ケ
ア

プ
ラ

ン
デ

ー
タ

（
予

定
）

の
連

携
 業

務
フロ

ー
】

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ 
介

護
サ

ー
ビス

事
業

所
連

携
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

ファ
イル

ダウ
ン

ロー
ド

ファ
イル

取
込

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ

連
携

クラ
イア

ン
ト

➄
 

⑥
サ

ー
ビス

提
供

者
介

護
ソ

フト

ケ
ア

プ
ラン

介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャー

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ 
ファ

イル
①

ダウ
ン

ロー
ド

ファ
イル

取
込

介
護

ソ
フト

ファ
イル

出
力

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ
連

携
クラ

イア
ン

ト

➄
 

⑥
サ

ー
ビス

提
供

者
介

護
ソ

フト

ファ
イル

 
電

子
証

明
書

介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

ファ
イル

④
 

ダウ
ン

ロー
ド

ファ
イル

取
込

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ
連

携
クラ

イア
ン

ト
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ

連
携

クラ
イア

ン
ト

➄
 

⑥
サ

ー
ビス

提
供

者
介

護
ソ

フト

デ
ー

タ

連
携

基
盤

ア
ップ

ロー
ド 

を
付

与
暗

号
化

【居
宅

介
護

支
援

事
業

所
】

①
介

護
ソ

フト
に

て
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ予

定
ファ

イル
を

作
成

、C
SV

ファ
イル

 
とし

て
出

力
②

出
力

した
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ予

定
ファ

イル
を

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
 

イア
ン

トに
ア

ップ
ロー

ド
③

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
イア

ント
か

らケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

基
盤

へ
 

送
信

【介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

】
④

ケ
ア

プ
ア

ンデ
ー

タ連
携

クラ
イア

ント
で

送
信

情
報

を
確

認
、ケ

ア
プ

ラン
 

デ
ー

タ連
携

基
盤

か
ら受

信
⑤

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
イア

ント
か

らケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ予
定

ファ
イル

 
を

ダウ
ン

ロー
ド

⑥
ダウ

ンロ
ー

ドし
た

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ予
定

ファ
イル

を
介

護
ソ

フト
に

取
り 

込
み
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【ケ
ア

プ
ラ

ン
デ

ー
タ

（
実

績
）

の
連

携
 業

務
フロ

ー
】

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ 
介

護
サ

ー
ビス

事
業

所
連

携
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

ファ
イル

ダウ
ン

ロー
ド

ファ
イル

取
込

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ

連
携

クラ
イア

ン
ト

⑧
サ

ー
ビス

提
供

者

⑦
介

護
ソ

フト

ケ
ア

プ
ラン

介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャー

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ 
ファ

イル
⑫

 
ダウ

ン
ロー

ド
ファ

イル
取

込

介
護

ソ
フト

ファ
イル

出
力

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ
連

携
クラ

イア
ン

ト

⑧
サ

ー
ビス

提
供

者

⑦
介

護
ソ

フト

ファ
イル

介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

⑩
を

付
与

⑨
ファ

イル
ダウ

ン
ロー

ド
ファ

イル
取

込

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ
連

携
クラ

イア
ン

ト
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ

連
携

クラ
イア

ン
ト

⑧
サ

ー
ビス

提
供

者

⑦
介

護
ソ

フト

デ
ー

タ

連
携

基
盤

⑪
ア

ップ
ロー

ド 
暗

号
化

電
子

証
明

書

【居
宅

介
護

支
援

事
業

所
】

⑩
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ連

携
クラ

イア
ント

で
送

信
情

報
を

確
認

し、
ケ

ア
プ

ラ 
ン

デ
ー

タ連
携

基
盤

か
ら受

信
⑪

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
イア

ント
か

らケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ実
績

ファ
イル

 
を

ダウ
ン

ロー
ド

⑫
ダウ

ンロ
ー

ドし
た

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ実
績

ファ
イル

を
介

護
ソ

フト
に

取
り 

込
み

【介
護

サ
ー

ビス
事

業
所

】
⑦

介
護

ソ
フト

に
サ

ー
ビス

実
績

を
入

力
、ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ実

績
ファ

イル
 

を
CS

Vフ
ァイ

ル
とし

て
出

力
⑧

出
力

した
ケ

ア
プ

ラン
デ

ー
タ実

績
ファ

イル
を

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
 

イア
ン

トに
ア

ップ
ロー

ド
⑨

ケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

クラ
イア

ント
か

らケ
ア

プ
ラン

デ
ー

タ連
携

基
盤

へ
 

送
信
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１１５５ 

令和５年６月１４日 

厚生労働省老健局高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

 

今回の内容 

 

「ケアプランデータ連携システム」 

利用事業所状況の掲載について 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３８７６） 

FAX : 03-3595-3670 

 

【資料12－２】               73



事 務 連 絡  
令和５年６月 14 日 

各都道府県介護保険主管課（室） 
各市区町村介護保険主管課（室） 御中 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  
 

厚生労働省老健局高齢者支援課 
介護業務効率化・生産性向上推進室 

 
「ケアプランデータ連携システム」の利用事業所状況の掲載について（情報提供） 

 
 介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 
 厚生労働省では、公益社団法人国民健康保険中央会（以下「国民健康保険中央会」という。）
が構築した「ケアプランデータ連携システム」の本格運用に伴い、介護サービス事業所等に
積極的に周知し利用勧奨いただくよう、ご協力をお願いしてまいりました。 
 今般、本システムを利用している介護サービス事業所の情報が、独立行政法人福祉医療機
構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト「WAM NET」に掲載される旨、国民健康
保険中央会より情報提供がありましたので、周知いたします。 
 各都道府県･市区町村におかれては、管内関係団体、介護サービス事業所等に積極的に周
知し利用勧奨いただくとともに、各関係団体におかれても、加盟事業所等に周知・利用勧奨
いただくよう、ご協力お願い申し上げます。 
 また、国民健康保険中央会に開設されているヘルプデスクの HP に、本システムの導入に
おけるねらい・期待する効果について、最新の資料が掲載されておりますので、併せて周知
いただき、管内の介護サービス事業所への利用促進にご活用ください。 
 
【掲載先】 
○『ケアプランデータ連携システム』の利用事業所状況について 
※７月に掲載された際に改めてご周知させていただきます。 
○介護現場における生産性向上について～ケアプランデータ連携システムの導入におけるねらい・期待する効果～ 
https://www.careplan-renkei-support.jp/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/230606_5113_seisanseikoujou.pdf 

【担当】 
厚生労働省老健局高齢者支援課 
介護業務効率化・生産性向上推進室 秋山、石内、長井、黒木 
TEL:03-5253-1111（内線 3876） 
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「ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
」

全
国
各
事
業
所
利
用
状
況
掲
載
に
つ
い
て

2
0
2
3
年
6
月
1
3
日

国
民
健
康
保
険
中
央
会
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※
「
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
」全
国
各
事
業
所
の
利
用
状
況
掲
載
に
つ
い
て

・
本
シ
ス
テ
ム
稼
働
に
伴
い
、
既
に
本
シ
ス
テ
ム
を
導
入
さ
れ
た
事
業
所
や
、
利
用
を
ご
検
討
さ
れ
て
い
る
事
業
所

等
か
ら
、
近
隣
地
域
に
お
け
る
利
用
状
況
（
申
込
状
況
）
を
知
り
た
い
と
い
う
ご
要
望
を
多
く
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
事
業
所
の
利
用
状
況
（
申
込
状
況
）
を
福
祉
・
保
健
・
医
療
の
総
合
情
報
サ
イ
ト
「

W
A

M
 N

ET
」
に

7
月
下
旬
を
目
途
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
よ
う
調
整
し
て
お
り
ま
す
。

・
な
お
、
本
対
応
に
伴
い
、
「
ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
」
利
用
規
約
に
「

W
A

M
 N

ET
へ
の
掲
載
」
に
関

す
る
項
目
を
追
加
す
る
改
訂
を
行
い
ま
す
。

・
既
に
利
用
申
請
を
さ
れ
た
事
業
所
で
、
個
別
の
ご
事
情
に
よ
り
「

W
A

M
 N

ET
」
へ
の
掲
載
を
望
ま
れ
な
い
事
業
所

の
情
報
は
、
上
記
掲
載
情
報
か
ら
削
除
い
た
し
ま
す
の
で
、
本
会
宛
て
に
メ
ー
ル

(k
c-

ca
re

p
la

n
@

ko
ku

h
o

.o
r.j

p
)に
て
、

事
業
所
名
、
事
業
所
番
号
、
連
絡
先

(ご
担
当
者

TE
L)
と
、
掲
載
を
希
望
し
な
い
旨
を
添
え
て
ご
連
絡
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
ま
た
、
掲
載
内
容

(「
地
図
上
の
表
記
が
実
際
の
所
在
地
と
異
な
る
」
等

)に
相
違
が
あ
る
等
の
場
合
も
上
記
ア
ド

レ
ス
宛
て
の
メ
ー
ル
に
て
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
メ
ー
ル
に
て
ご
連
絡
い
た
だ
く
際
は
、
必
ず
表
題
に
「

W
A

M
 N

ET
掲
載
に
つ
い
て
」
と
記
載
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
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※
利
用
状
況
の

W
A

M
 N

E
T
へ
の
掲
載
に
つ
い
て

(掲
載
イ
メ
ー
ジ

)

※
画
面
は
開
発
中
の
も
の
で
、
実
際
の
画
面
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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※
掲
載
フ
ロ
ー
イ
メ
ー
ジ

4
月
～
6
月

7
月
初
旬
~
中
旬

7
月
中
旬

7
月
下
旬

8
月
以
降

事
前
に
、
利
用
規
約
に
お
い
て
「

W
A

M
N

ET
へ
の
掲
載
」
に
関
す
る
項
目
を
追
加
す
る
改
訂
を
行
い
ま
す

(前
ペ
ー
ジ
参
照

)

利
用

申
請

介
護
サ
ー
ビ
ス
情

報
公
表
シ
ス
テ
ム

の
デ
ー
タ
を
利
用

※
「
W

A
M

 N
E
T
」
へ
の
掲
載
を
望
ま
れ
な
い
事
業
所

(既
に
利
用
規
約
に
同
意
済
み
の
事
業
所
含
む

)が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

掲
載
情
報
か
ら
削
除
い
た
し
ま
す
の
で
、
本
会
宛
て
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

(k
c
-c

a
re

p
la

n
@

k
o
k
u

h
o
.o

r.
jp

)に
、
事
業
所

名
、
事
業
所
番
号
、
連
絡
先
と
、
掲
載
を
希
望
し
な
い
旨
を
添
え
て
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
運
用
の
開
始
お
よ
び
「
W

A
M

 N
E
T
」
へ
の
掲
載
時
期

は
7
月
下
旬
頃
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

詳
細
日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
改
め
て
周
知
い
た
し
ま
す

中
央
会

デ
ー
タ
抽
出

独
立
行
政

法
人

福
祉
医
療

機
構
へ

デ
ー
タ
提
供

掲
載
デ
ー
タ
確
定

W
A

M
 N

E
T
掲
載

定
期
的
に

更
新

デ
ー
タ
突
合

国 民 健 康 保 険 中 央 会 事 業 所

デ
ー
タ

調
整
依
頼
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※
利
用
規
約
追
加
内
容

(第
1

8
条

)

■
1

8
条
を
（

W
A

M
 N

ET
へ
の
掲
載
）
と
し
、
新
規
で
追
加
し
ま
す
。

ま
た
、
変
更
前

1
8
条
を

1
9
条
と
し
、

1
9
条
以
下
同
様
に
ひ
と
つ
ず
つ
ず
ら
し
ま
す
。

第
１
８
条
（
Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
へ
の
掲
載
）

 

１
．

 
国
保
中
央
会
は
、
本
シ
ス
テ
ム
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
本
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
又
は
利
用

し
よ
う
と
す
る
事
業
所
等
が
、
他
の
事
業
所
等
に
よ
る
本
シ
ス
テ
ム
の
利
用
状
況
（
以
下
「
利
用
状

況
」
と
い
い
ま
す
。）

を
あ
ら
か
じ
め
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
シ
ス
テ
ム

利
用
者
に
係
る
次
項
に
定
め
る
情
報
（
以
下
「
本
シ
ス
テ
ム
利
用
者
情
報
」
と
い
い
ま
す
。）

を
、

厚
生
労
働
省
か
ら
提
供
を
受
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
全
国
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
情
報
の
抽
出
情
報
（
以
下
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
情
報
」
と
い
い
ま

す
。）

と
突
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
「
福
祉
医
療
機
構
」
と

い
い
ま
す
。）

に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

 

２
．

 
国
保
中
央
会
が
福
祉
医
療
機
構
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
の
項
目
及
び
当
該
情
報
の
取
得

の
方
法
は
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
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※
利
用
規
約
追
加
内
容

(第
1

8
条

)(
続
き

)

項
目

取
得
の
方
法

事
業
所
の
名
称

本
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
抽
出
し
ま
す

介
護
保
険
事
業
所
番
号

介
護
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド

事
業
所
の
名
称
及
び
介
護
保
険
事
業
所
番
号
を
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
情
報
と
突
合
す
る
方
法
に
よ
り
取
得
し
ま
す

サ
ー
ビ
ス
種
別

都
道
府
県
コ
ー
ド

市
区
町
村
コ
ー
ド

都
道
府
県
名

市
区
町
村
名

郵
便
番
号

緯
度

経
度

事
業
所
の
所
在
地

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
の
事
業
所
詳
細
画
面
の

U
R
L
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※
利
用
規
約
追
加
内
容

(第
1

8
条

)(
続
き

)

３
．

 
福
祉
医
療
機
構
は
、
国
保
中
央
会
か
ら
本
シ
ス
テ
ム
利
用
者
情
報
を
受
領
し
た
と
き
は
、
当
該
シ

ス
テ
ム
利
用
者
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
状
況
を
、
福
祉
医
療
機
構
が
運
営
す
る
福
祉
・
保
険
・
医

療
の
総
合
情
報
サ
イ
ト
で
あ
る
Ｗ
Ｅ
Ｌ
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｅ

 
Ａ
Ｎ
Ｄ

 
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

 
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ

Ｅ
 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
 
Ｓ
Ｙ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
（
以
下
「
Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
」
と
い
い
ま
す
。）
に
掲
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

 

４
．

 
シ
ス
テ
ム
利
用
者
は
、
自
己
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
状
況
が
Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
掲
載
さ
れ
る

こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
国
保
中
央
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る
手
続
に
よ
り
、
国
保
中
央

会
に
対
し
て
、
国
保
中
央
会
が
自
己
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
者
情
報
を
福
祉
医
療
機
構
に
提
供
す

る
こ
と
及
び
福
祉
医
療
機
構
が
自
己
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
状
況
を
Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
掲
載
す

る
こ
と
の
停
止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

５
．

 
国
保
中
央
会
は
、
前
項
の
申
し
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
福
祉
医
療
機
構
に
連

絡
し
、
当
該
申
し
出
を
行
っ
た
シ
ス
テ
ム
利
用
者
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
者
情
報
を
廃
棄
さ
せ
、

当
該
シ
ス
テ
ム
利
用
者
に
係
る
本
シ
ス
テ
ム
利
用
状
況
を
Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
掲
載
す
る
こ
と
を
停

止
さ
せ
る
も
の
と
し
ま
す
。

 

６
．

 
国
保
中
央
会
は
、
シ
ス
テ
ム
利
用
者
の
本
シ
ス
テ
ム
利
用
状
況
又
は
事
業
所
の
名
称
、
事
業
所
の

所
在
地
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
福
祉
医
療
機
構
に
連
絡
し
、

Ｗ
Ａ
Ｍ

 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
掲
載
さ
れ
た
当
該
シ
ス
テ
ム
利
用
者
に
係
る
情
報
を
更
新
さ
せ
る
も
の
と
し
ま

す
。
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〈
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
・
居

宅
介

護
支

援
〉

令
和

６
年

４
月

か
ら
義

務
化

さ
れ

る
経

過
措

置
事

項

１
業

務
継

続
に
向

け
た
取

組
の

強
化
・
・
・
・
・
・
・
・
２
～
４

２
感

染
対

策
の

強
化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５
～
６

３
高

齢
者

虐
待

防
止

の
推

進
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７
～
９

４
認

知
症

基
礎

研
修

の
受

講
の
義

務
づ
け
・
・
・
・
１
０

５
栄

養
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

充
実
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
１

６
口

腔
衛

生
管

理
の

強
化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
２

1

○
次

の
事

項
は

、
令

和
３
年

度
介

護
報

酬
改

定
で
新

た
に
定

め
ら
れ

、
令

和
６
年

３
月

ま
で
は

努
力

義
務

と

さ
れ

て
い
る
事

項
で
す
。

○
令

和
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

さ
れ

ま
す
の

で
、
ま
だ
対

応
し
て
い
な
い
施

設
や

事
業

所
に
お
か

れ
て
は

，

令
和

５
年

度
中

に
計

画
的

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
り
ま
す
。

※
５
，
６
は

，
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

み
対

象
で
す
。

【
資
料
1
3
ー
１
】
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１
業

務
継

続
に
向

け
た
取

組
の

強
化

（
Ｒ
６
年

４
月
か

ら
義
務

化
）

感
染

症
に
係

る
業

務
継

続
計

画

・
平

時
か

ら
の

備
え

（
体

制
構

築
・
整

備
、
感

染
症

防
止

に
向

け
た
取

組

の
実

施
、
備

蓄
品

の
確

保
等

）

・
初

動
対

応

・
感

染
拡

大
防

止
体

制
の

確
立

（
保

健
所

と
の

連
携

、
濃

厚
接

触
者

へ
の

対
応

、

関
係

者
と
の

情
報

共
有

等
）

①
業

務
継

続
計

画
の

策
定

②
従

業
者

へ
計

画
の

周
知

、
研

修
及

び
訓

練

※
業

務
継

続
計

画
・
・
感

染
症

や
非

常
災

害
の

発
生

時
に
お
い
て
、
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

を
継

続
的

に

実
施

す
る
と
と
も
に
、
非

常
時

の
体

制
で
早

期
の

業
務

再
開

を
図

る
た
め
の

計
画

①
業

務
継

続
計

画
の

記
載

事
項

（
他

の
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

と
の

連
携

等
に
よ
り
行

う
こ
と
も
差

し
支

え
あ
り
ま
せ

ん
）

災
害

に
係

る
業

務
継

続
計

画

・
平

常
時

の
対

応

（
建

物
・
設

備
の

安
全

対
策

、
電

気
・
水

道
等

の

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

停
止

し
た
場

合
の

対
策

、
必

要
品

の
備

蓄
等

）

・
緊

急
時

の
対

応

（
業

務
継

続
計

画
発

動
基

準
、
対

応
体

制
等

）

・
他

施
設

及
び
地

域
と
の

連
携
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②
業

務
継

続
計

画
に
つ
い
て
の

従
業

者
へ

の
周

知
、
研

修
・
訓

練
の

実
施

研
修

の
内

容
・
研

修
の

内
容

は
、
感

染
症

及
び
災

害
に
係

る
業

務
継

続
計

画
の

具
体

的
内

容
を
職

員
間

に
共

有
す
る
と
と
も
に
、
平

常
時

の

対
応

の
必

要
性

や
、
緊

急
時

の
対

応
に
か

か
る
理

解
の

励
行

を
行

う
も
の

。

・
研

修
は

年
1 
回

（
※

の
場

合
は

年
2 
回

）
以

上
定

期
的

に
実

施
し
、
新

規
採

用
時

に
も
実

施
す
る

。

※
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
，
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
，
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護

・
研

修
の

実
施

内
容

に
つ
い
て
は

記
録

す
る
。

訓
練

（
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

・
訓

練
は

年
1 
回

（
※

の
場

合
は

年
2 
回

）
以

上
定

期
的

に
実

施
し
、
感

染
症

や
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に
お
い
て
迅

速
に
行

動
で

き
る
よ
う
、
業

務
継

続
計

画
に
基

づ
き
、
事

業
所

内
の

役
割

分
担

の
確

認
、
感

染
症

や
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に
実

践
す
る
ケ
ア

の
演

習
等

を
行

う
。

※
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
，
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
，
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護

・
感

染
症

の
業

務
継

続
計

画
に
係

る
研

修
・
訓

練
に
つ
い
て
は

、
感

染
症

の
予

防
及

び
ま
ん
延

の
防

止
の

た
め
の

研
修

・
訓

練
と

一
体

的
に
実

施
す
る
こ
と
も
差

し
支

え
な
い
。

・
災

害
の

業
務

継
続

計
画

に
係

る
訓

練
に
つ
い
て
は

、
非

常
災

害
対

策
に
係

る
訓

練
と
一

体
的

に
実

施
す
る
こ
と
も
差

し
支

え
な
い

・
訓

練
の

実
施

は
、
机

上
及

び
実

地
で
実

施
す
る
も
の

を
適

切
に
組

み
合

わ
せ

な
が

ら
実

施
す
る
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参
考

資
料

〇
厚

生
労

働
省

「
介

護
施

設
・
事

業
所

に
お
け
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

発
生

時
の

業
務

継
続

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

〇
厚

生
労

働
省

「
介

護
施

設
・
事

業
所

に
お
け
る
自

然
災

害
発

生
時

の
業

務
継

続
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

ht
tp

s:/
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w
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hl

w
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/s
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m
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13
63

5.
ht

m
l 

〇
介

護
施

設
・
事

業
者

に
お
け
る
業

務
継

続
計

画
（

BC
P）

作
成

支
援

に
関

す
る
研

修
ht

tp
s:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/s

tf/
se

isa
ku

ni
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ui
te

/b
un
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/h
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_k

ai
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/k
ai

go
_k

ou
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ish
a/
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ug

a_
00

00
2.

ht
m

l 

4
※
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
業
務
継
続
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
は
、

介
護
保
険
最
新
情
報
V
o
l
.
1
1
7
3
の
通
知
も
ご
確
認

　
く
だ
さ
い
。
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２
感

染
対

策
の

強
化

（
Ｒ
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

）

①
感

染
対

策
委

員
会

の
設

置
・
開

催

・
感

染
対

策
の

知
識

を
有

す
る
者

を
含

む
幅

広
い
職

種
で
構

成
す
る

・
構

成
メ
ン
バ

ー
の

責
任

及
び
役

割
分

担
を
明

確
に
し
、
専

任
の

感
染

対
策

を
担

当
す
る
者

（
感

染
対

策
担

当
者

）
を
決

め
て
お
く

・
概

ね
６
月

に
１
回

（
☆

の
場

合
３
月

に
１
回

）
以

上
定

期
的

に
開

催
し
、

感
染

症
の

流
行

時
期

等
に
は

必
要

に
応

じ
て
随

時
開

催
す
る

☆
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

場
合

・
テ
レ
ビ
電

話
装

置
等

を
活

用
し
て
行

う
こ
と
が

で
き
る

・
他

の
会

議
体

を
設

置
し
て
い
る
場

合
、
一

体
的

に
設

置
・
運

営
す
る

こ
と
も

差
し
支

え
な
い

感
染

症
の

予
防

及
び
ま
ん
延

の
防

止
の

対
策

（
他

の
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

と
の

連
携

等
に
よ
り
行

う
こ
と
も
差

し
支

え
あ
り
ま
せ

ん
）

①
感

染
対

策
委

員
会

の
開

催
（
概

ね
６
月

に
１
回

以
上

）
と
従

業
者

へ
の

周
知

②
指

針
の

整
備

③
研

修
及

び
訓

練

☆
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

場
合

「
感

染
症

及
び
食

中
毒

の
予

防
及

び
ま
ん
延

の
防

止
の

た
め
の

訓
練

」
(年

２
回

以
上

)が
，
令

和
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

！

②
指

針
の

整
備

・
平

常
時

の
対

策
と
し
て
は

、
事

業
所

内
の

衛
生

管
理

（
環

境
の

整
備

等
）

ケ
ア
に
か

か
る
感

染
対

策
（
手

洗
い
、
標

準
的

な
予

防
策

）
等

・
発

生
時

の
対

応
と
し
て
は

、
発

生
状

況
の

把
握

、
感

染
拡

大
の

防
止

、

医
療

機
関

や
保

健
所

、
市

町
村

等
の

関
係

機
関

と
の

連
携

、
行

政
等

へ

の
報

告
等

・
発

生
時

に
お
け
る
事

業
所

内
の

連
絡

体
制

や
上

記
の

関
係

機
関

へ
の

連
絡

体
制

を
整

備
し
、
明

記
し
て
お
く

5
感

染
対

策
委

員
会

は
，
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
従

業
者

が
１
名

の
場

合
は

開
催

し
な
い
こ
と
も
差

し
支

え
な
い
。
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③
感

染
症

（
☆
及

び
食

中
毒

）
の

予
防

及
び
ま
ん
延

の
防

止
の

た
め
の

研
修

・
訓

練

☆
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

場
合

は
，
「
食

中
毒

」
が

追
加

・
研

修
の

内
容

は
、
感

染
対

策
の

基
礎

的
内

容
等

の
適

切
な
知

識
を
普

及
・
啓

発
す
る
も
の

、
事

業
所

の
指

針
に
基

づ
い
た
衛

生
管

理
の

徹
底

や
衛

生
的

な
ケ
ア
の

励
行

を
行

う
も
の

と
す
る

・
研

修
は

年
1 
回

（
※

の
場

合
年

2 
回

）
以

上
定

期
的

に
実

施
し
、
新

規
採

用
時

に
も
実

施
す
る

・
研

修
の

実
施

内
容

に
つ
い
て
は

記
録

す
る

・
実

際
に
感

染
症

が
発

生
し
た
場

合
を
想

定
し
、
発

生
時

の
対

応
に
つ
い
て
訓

練
を
年

1 
回

（
※

の
場

合

年
2回

）
以

上
定

期
的

に
行

い
、
事

業
所

内
の

役
割

分
担

の
確

認
や

、
感

染
対

策
を
し
た
上

で
の

ケ
ア
の

演
習

な
ど
を
実

施
す
る

・
訓

練
の

実
施

は
、
机

上
及

び
実

地
で
実

施
す
る
も
の

を
適

切
に
組

み
合

わ
せ

な
が

ら
実

施
す
る

※
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
，
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
，
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
の

場
合

参
考

資
料

〇
厚

生
労

働
省

「
介

護
現

場
に
お
け
る
感

染
対

策
の

手
引

き
」
(第

３
版
)　
令
和
５
年
９
月
改
訂

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/
st
f/
se
is
ak
u
n
it
su
it
e
/
b
u
n
ya
/
h
u
ku
sh
i_
ka
ig
o
/
ka
ig
o
_k
o
u
re
is
h
a/
ta
is
ak
u
m
at
o
m
e
_1
3
6
3
5
.h
tm
l

〇
感

染
症

対
策

力
向

上
の

た
め
の

研
修

教
材

配
信

サ
イ
ト

ht
tp

s:/
/w

w
w.

m
hl

w.
go

.jp
/s

tf/
se

isa
ku

ni
ts

ui
te

/b
un

ya
/h

uk
us

hi
_k

ai
go

/k
ai

g 
o_

ko
ur

ei
sh

a/
ka

ns
en

ta
isa

ku
_0

00
01

.h
tm

l
6              87

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig


３
高

齢
者

虐
待

防
止

の
推

進
（
Ｒ
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

）

①
運

営
規

程
の

「
虐

待
の

防
止

の
措

置
に
関

す
る
事

項
」
（
記

載
例

）

（
虐

待
の

防
止

の
措

置
に
関

す
る
事

項
）

第
〇

条
虐

待
の

発
生

又
は

再
発

を
防

止
す
る
た
め
、
以

下
の

措
置

を
講

じ
る
。

一
虐

待
防

止
検

討
委

員
会

を
設

置
し
、
定

期
的

に
開

催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

結
果

に
つ
い
て
従

業
者

に
周

知
徹

底
を
図

る
。

二
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

指
針

を
整

備
す
る
。

三
従

業
者

に
対

し
て
、
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

研
修

を
定

期
的

に
開

催
す
る
た
め
に
研

修
計

画
を
定

め
る
。

四
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

措
置

を
適

切
に
実

施
す
る
た
め
の

担
当

者
を
置

く
。

２
虐

待
又

は
虐

待
が

疑
わ

れ
る
事

案
が

発
生

し
た
場

合
に
は

、
市

町
村

へ
速

や
か

に
通

報
す
る
と
と
も
に
、
再

発
防

止
策

を
講

じ
る
。

①
運

営
規

程
に
「
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

措
置

に
関

す
る
事

項
」
を
定

め
る

②
虐

待
防

止
検

討
委

員
会

の
定

期
的

な
開

催
③

指
針

の
整

備
④

研
修

の
実

施
⑤

担
当

者
の

設
置

7
※

な
お
，
運

営
規

程
を
変

更
し
た
場

合
は

、
１
０
日

以
内

に
変

更
届

を
提

出
す
る
必

要
が

あ
り
ま
す
。
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8

②
虐

待
防

止
検

討
委

員
会

の
定

期
的

な
開

催

・
管

理
者

を
含

む
幅

広
い
職

種
で
構

成
す
る

・
虐

待
防

止
の

専
門

家
を
委

員
と
し
て
採

用
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い

・
構

成
メ
ン
バ

ー
の

責
任

及
び
役

割
分

担
を
明

確
に
す
る

・
定

期
的

に
開

催
す
る

・
虐

待
の

事
案

に
つ
い
て
は

、
そ
の

性
質

上
、
一

概
に
従

業
者

に
共

有
さ
れ

る
べ

き

情
報

で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
た
め

、
個

別
の

状
況

に
応

じ
て
慎

重
に
対

応
す
る

・
他

の
会

議
体

を
設

置
し
て
い
る
場

合
、
一

体
的

に
設

置
・
運

営
す
る
こ
と
も
差

し
支

え
な
い

・
他

の
サ

ー
ビ
ス
事

業
所

と
の

連
携

等
に
よ
り
行

う
こ
と
も
差

し
支

え
な
い

・
テ
レ
ビ
電

話
装

置
等

を
活

用
し
て
行

う
こ
と
が

で
き
る

・
右

の
よ
う
な
事

項
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
の

結
果

（
事

業
所

に
お
け
る
虐

待
に
対

す
る
体

制
、
虐

待
等

の
再

発
防

止
策

等
）
に
つ
い
て
、
従

業
者

に
周

知
徹

底
す
る

虐
待

防
止

検
討

委
員

会
で
の

検
討

事
項

・
虐

待
防

止
検

討
委

員
会

そ
の

他
事

業
所

内
の

組
織

に
関

す
る
こ
と

・
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

指
針

の
整

備
に
関

す
る
こ
と

・
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

職
員

研
修

の
内

容
に
関

す
る
こ
と

・
虐

待
等

に
つ
い
て
、
従

業
者

が
相

談
・
報

告
で
き
る
体

制
整

備
に
関

す
る
こ
と

・
従

業
者

が
高

齢
者

虐
待

を
把

握
し
た
場

合
に
、
市

町
村

へ
の

通
報

が
迅

速
か

つ
適

切
に
行

わ
れ

る
た
め
の

方
法

に
関

す
る
こ
と

・
虐

待
等

が
発

生
し
た
場

合
、
そ
の

発
生

原
因

等
の

分
析

か
ら
得

ら

れ
る
再

発
の

確
実

な
防

止
策

に
関

す
る
こ
と

・
再

発
の

防
止

策
を
講

じ
た
際

に
、
そ
の

効
果

に
つ
い
て
の

評
価

に

関
す
る
こ
と

（
他

の
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

と
の

連
携

等
に
よ
り
行

う
こ
と
も
差

し
支

え
あ
り
ま
せ

ん
）
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③
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

指
針

の
整

備

・
事

業
所

に
お
け
る
虐

待
の

防
止

に
関

す
る
基

本
的

考
え
方

・
虐

待
防

止
検

討
委

員
会

そ
の

他
事

業
所

内
の

組
織

に
関

す
る
事

項

・
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

職
員

研
修

に
関

す
る
基

本
方

針

・
虐

待
等

が
発

生
し
た
場

合
の

対
応

方
法

に
関

す
る
基

本
方

針 ・
虐

待
等

が
発

生
し
た
場

合
の

相
談

・
報

告
体

制
に
関

す
る

基
本

方
針

・
成

年
後

見
制

度
の

利
用

支
援

に
関

す
る
事

項

・
虐

待
等

に
係

る
苦

情
解

決
方

法
に
関

す
る
事

項

・
利

用
者

等
に
対

す
る
当

該
指

針
の

閲
覧

に
関

す
る
事

項

・
そ
の

他
虐

待
の

防
止

の
推

進
の

た
め
に
必

要
な
事

項

④
虐

待
の

防
止

の
た
め
の

従
業

者
に
対

す
る

研
修

・
研

修
は

年
1 
回

（
※

の
場

合
は

年
2 
回

）
以

上

定
期

的
に
実

施
し
、
新

規
採

用
時

に
も
実

施

・
研

修
の

実
施

内
容

に
つ
い
て
は

記
録

す
る
。

・
研

修
の

実
施

は
、
事

業
所

内
で
の

研
修

で
差

し

支
え
な
い
。

※
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

護
，

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

，

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
場

合

⑤
虐

待
の

防
止

に
関

す
る
措

置
を
適

切
に
実

施
す
る
た
め
の

担
当

者
の

設
置

委
員

会
の

開
催

・
指

針
の

整
備

・
研

修
の

実
施

を
適

切
に
実

施
す
る
た
め
、
専

任
の

担
当

者
を
置

く
。

虐
待

防
止

検
討

委
員

会
の

責
任

者
と
同

一
の

従
業

者
が

務
め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

9
（
他

の
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

と
の

連
携

等
に
よ
り
行

う
こ
と
も
差

し
支

え
あ
り
ま
せ

ん
）
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４
認

知
症

基
礎

研
修

の
受

講
の

義
務

づ
け

（
Ｒ
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

）

受
講

の
対

象
と
な
ら
な
い
従

業
者

看
護

師
、
准

看
護

師
、
介

護
福

祉
士

、
介

護
支

援
専

門
員

、
実

務
者

研
修

修
了

者
、

介
護

職
員

初
任

者
研

修
修

了
者

、
生

活
援

助
従

業
者

研
修

修
了

者
、

介
護

職
員

基
礎

研
修

課
程

又
は

訪
問

介
護

員
養

成
研

修
課

程
一

級
課

程
・
二

級
課

程
修

了
者

、

社
会

福
祉

士
、
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、

言
語

聴
覚

師
、
精

神
保

健
福

祉
士

、
管

理
栄

養
士

、
栄

養
士

、
あ
ん
摩

マ
ッ
サ

ー
ジ
師

、

は
り
師

、
き
ゅ
う
師

な
ど

介
護

に
直

接
携

わ
る
従

業
者

の
う
ち
、
資

格
を
有

さ
な
い
従

業
者

に
対

し
、

令
和

６
年

３
月

ま
で
に
認

知
症

に
係

る
基

礎
的

な
研

修
を
受

講
さ
せ

る
た
め
に
必

要
な
措

置
を
講

じ
る
。

（
新

た
に
採

用
し
た
従

業
者

は
採

用
後

１
年

を
経

過
す
る
ま
で
に
受

講
）
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５
栄

養
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

充
実

（
Ｒ
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

）

①
入

所
者

の
栄

養
状

態
を
施

設
入

所
時

に
把

握
し
、
医

師
、
管

理
栄

養
士

、
歯

科
医

師
、
看

護
師

、
介

護
支

援
専

門
員

等
が

共
同

し
て
、

入
所

者
ご
と
の

摂
食

、
嚥

下
機

能
及

び
食

形
態

に
も

配
慮

し
た
栄

養
ケ
ア
計

画
を
作

成
す
る
。

栄
養

ケ
ア
計

画
の

作
成

に
当

た
っ
て
は

施
設

サ
ー
ビ
ス
計

画
と
の

整
合

性
を
図

る
。
（
相

当
の

内
容

を
施

設
サ

ー
ビ
ス
計

画
内

に
記

載
す
る

場
合

は
、
そ
の

記
載

を
も
っ
て
計

画
の

作
成

に
代

え
る
こ
と
が

で
き
る
。
）

②
入

所
者

ご
と
の

栄
養

ケ
ア
計

画
に
従

い
、
管

理
栄

養
士

（
※

）
が

栄
養

管
理

を
行

う
と
と
も
に
、
入

所
者

の
栄

養
状

態
を
定

期
的

に
記

録
す
る
。

③
入

所
者

ご
と
の

栄
養

ケ
ア
計

画
の

進
捗

状
況

を
定

期
的

に
評

価
し
、
必

要
に
応

じ
て
計

画
を
見

直
す
。

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

で
は

、

栄
養

ケ
ア
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
基

本
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
行

う
こ
と
と
さ
れ

、

管
理

栄
養

士
（
※

）
が

入
所

者
の

栄
養

状
態

に
応

じ
た
栄

養
管

理
を
計

画
的

に
行

う
。

※
栄

養
士

の
み

が
配

置
さ
れ

て
い
る
施

設
や

栄
養

士
又

は
管

理
栄

養
士

を
置

か
な
い
こ
と
が

で
き
る
施

設
は

、
併

設
施

設
や

外
部

の
管

理
栄

養
士

の
協

力
に
よ
り
行

う

参
考

資
料

〇
「
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個

別
機

能
訓

練
、
栄

養
管

理
及

び
口

腔
管

理
の

実
施

に
関

す
る
基

本
的

な
考

え
方

並
び
に
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に
つ
い
て
」
（
令

和
３
年

３
月

16
 日

老
認

発
03

16
 第

３
号

、
老

老
発

03
16

 第
２
号

）
第

４
ht

tp
s:/
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w
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６
口

腔
衛

生
管

理
の

強
化

（
Ｒ
６
年

４
月

か
ら
義

務
化

）

①
歯

科
医

師
又

は
歯

科
医

師
の

指
示

を
受

け
た
歯

科
衛

生
士

が
、
施

設
の
介

護
職

員
に
対

す
る

口
腔

衛
生

の

管
理

に
係

る
技

術
的

助
言

及
び
指

導
を
年

2 
回

以
上

行
う
。

②
①

の
技

術
的

助
言

及
び
指

導
に
基

づ
き
、
以

下
の

事
項
を
記

載
し
た
入

所
者

の
口

腔
衛

生
の

管
理

体
制

に
係

る
計

画
を
作

成
す
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応

じ
て
、
定

期
的

に
計

画
を
見

直
す
。
（
相

当
の

内
容

を
施

設
サ

ー
ビ

ス
計

画
に
記

載
す
る
場

合
、
そ
の

記
載

を
も
っ
て
計

画
の

作
成

に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
）

イ
助

言
を
行

っ
た
歯

科
医

師
、
ロ

歯
科

医
師

か
ら
の

助
言

の
要

点
、
ハ

具
体

的
方

策
、

ニ
施

設
に
お
け
る
実

施
目

標
、
ホ

留
意

事
項

・
特

記
事

項

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

で
は

、
基

本
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
、

口
腔

衛
生

の
管

理
体

制
を
整

備
し
、
入

所
者

の
状

態
に
応

じ
た
口

腔
衛

生
の

管
理

を
計

画
的

に
行

う
。

参
考

資
料

〇
「
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
個

別
機

能
訓

練
、
栄

養
管

理
及

び
口

腔
管

理
の

実
施

に
関

す
る
基

本
的

な
考

え
方

並
び
に
事

務
処

理
手

順
及

び
様

式
例

の
提

示
に
つ
い
て
」
（
令

和
３
年

３
月

16
 日

老
認

発
03

16
 第

３
号

、
老

老
発

03
16

 第
２
号

）
第

４
ht

tp
s:/
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w
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さ
い
ご
に

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
方
針
の
明
確
化
が
，
既
に

義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
，
ま
だ
策
定
さ
れ
て
お
ら
ず
，
運
営
指
導

で
是
正
を
お
願
い
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
で
す
。

・
策
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
，
法
人
内
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

と
の
連
携
等
に
よ
り
策
定
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
の
で
，

早
急
な
対
応
が
必
要
で
す
。
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.117３    

令和５年９月 2８日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体     御 中 
← 厚生労働省 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 

介護現場における感染対策の手引き（第３版）等の改訂に伴う、 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症業務継続ガイドライン」 

の取扱いについて 

計１枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 397２) 

F A X  : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 

令和５年９月 28 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

介護現場における感染対策の手引き（第３版）等の改訂に伴う、 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

の取扱いについて 

  

 介護保険行政の推進及び、新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、

日々ご尽力及び格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 先般、「「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」等について」（令和

５年９月 25 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）において、

新型コロナウイルス感染症に関して最新の知見を反映し、感染症法上の位置付

け変更等を踏まえ、より介護現場の皆様にご活用いただけるよう、見直しを行

った旨お知らせしたところです。 

 当該見直しに伴い、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症

発生時の業務継続ガイドライン」における「３－５．感染防止に向けた取組

（参考）」（31 ページ）「○厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウ

イルスの消毒・除菌方法について」の項目など、感染症対策に係る記載につい

ては、本手引きの内容を参照いただきますようお願いいたします。 

つきましては、都道府県等におかれましては内容についてご了知の上、管内

各市区町村及び関係団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

【介護現場における感染対策の手引き（第３版）掲載場所】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_k

oureisha/taisakumatome_13635.html 
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令和５年９月 12 日

市内事業所 各位

指宿市健康福祉部国保介護課

課長 大牟禮 伸英

要介護認定申請に伴う認定調査の時間変更について

本市の介護保険事業につきまして，日頃より多大なるご理解，ご協力を賜り

感謝申し上げます。

さて，この度，これまでの調査時間を下記のとおり変更させていただくこと

となりました。

何卒，ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお，ご不明な点等ございましたら，下記までお問い合わせください。

記

変更日 令和５年 10 月１日から

【変更前】

１ ９：30 ２ 11：00 ３ 13：30 ４ 15：00

【変更後】

１ 10：00 ２ 13：30 ３ 15：00

（午前中は 10：00 のみとなります）

【問い合わせ先】

指宿市役所健康福祉部国保介護課

介護保険係 担当：前山

ＴＥＬ ０９９３－２２－２１１１

ＦＡＸ ０９９３－２４－４３４２

メール kokukai@city.ibusuki.jp

【資料14】
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介
護

人
材

確
保

に
係

る
主

な
事

業
に
つ
い
て 介

護
施

設
・
事

業
所

入 職

介
護
職
員
人
材
確
保
対
策
事
業

①
新

規
に

採
用

し
た

介
護

職
員

の
人

件
費

の
助

成
（

採
用

か
ら

３
か

月
間

の
賃

金
，

通
勤

手
当

，
社

会
保

険
料

）
②

介
護

職
員

初
任

者
研

修
課

程
受

講
費

用
に

係
る

費
用

の
助

成

介
護
職
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援
事
業

介
護

職
員

と
し

て
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
や

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

の
た

め
の

講
習

に
要

す
る

経
費

の
助

成
①

介
護

員
養

成
研

修
②

介
護

職
員

実
務

者
研

修
③

ア
セ

ッ
サ

ー
講

習

介
護
職
員
処
遇
改
善
・
労
働
環
境
改
善
支
援
事
業

介
護

職
員

が
将

来
の

見
通

し
を

持
っ

て
働

け
る

よ
う

事
業

者
が

行
う

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
構

築
や

，
雇

用
管

理
の

改
善

，
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

つ
い

て
の

研
修

等
を

実
施

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
導
入
支
援
事
業

介
護

業
務

の
効

率
化

と
介

護
職

員
の

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
導

入
に

係
る

経
費

の
助

成

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
ＩＣ

Ｔ
導
入
支
援
事
業

Ｉ
Ｃ

Ｔ
導

入
経

費
の

一
部

助
成

や
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

，
専

門
家

の
派

遣
等

Ｉ
Ｃ

Ｔ
を

活
用

し
た

職
場

環
境

改
善

の
支

援

離
島

・
中

山
間

地
域

等
に

あ
る

介
護

事
業

者
が

行
う

以
下

の
取

組
を

支
援

。
①

地
域

外
か

ら
の

就
職

促
進

（
採

用
職

員
の

赴
任

旅
費

等
の

助
成

）
②

地
域

外
で

の
採

用
活

動
支

援
（

合
同

企
業

説
明

会
の

参
加

費
用

等
の

助
成

）
③

介
護

従
事

者
の

資
質

向
上

支
援

（
地

域
外

で
の

資
質

向
上

に
係

る
研

修
の

受
講

費
用

等
の

助
成

）離
島
・
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
介
護
人
材
確
保
支
援
事
業

介
護
の
仕
事
理
解
促
進
事
業

介
護

及
び

介
護

職
に

関
す

る
魅

力
を

若
い

世
代

を
は

じ
め

多
様

な
人

材
層

に
伝

達
し

，
介

護
人

材
の

す
そ

野
を

拡
大

す
る

。
①

介
護

に
関

す
る

イ
ベ

ン
ト

の
開

催
，

②
学

校
訪

問
等

に
よ

る
介

護
職

の
魅

力
伝

達
③

現
役

世
代

を
対

象
に

し
た

介
護

の
基

礎
講

座
④

介
護

事
業

所
で

の
介

護
体

験

都
市

圏
か
ら
の
参

入
促

進

介
護

の
魅

力
発

信

新
規

入
職

者
の
定

着
支

援

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
支

援

処
遇

・
労

働
環

境
改

善
支

援

職
員

の
負

担
軽

減
・
業

務
効

率
化

支
援

・参
入

促
進

・魅
力

発
信

・確
保

対
策

の
検

討

県
内

の
介

護
事

業
所

で
就

労
す

る
外

国
人

介
護

人
材

の
円

滑
な

就
労

・
定

着
を

図
る

た
め

，
介

護
技

能
向

上
に

つ
な

が
る

集
合

研
修

を
実

施

外
国
人
介
護
人
材
受
入
支
援
事
業

介
護
人
材
確
保
対
策
連
携
強
化
事
業
（若

手
介
護
職
員
に
よ
る
福
祉
を
学
ぶ
生
徒
へ
の
訪
問
授
業
）

若
手

介
護

職
員

が
福

祉
系

の
高

校
を

訪
問

し
，

学
生

に
対

し
て

介
護

現
場

で
の

体
験

談
や

魅
力

に
つ

い
て

情
報

を
発

信
。

併
せ

て
若

手
介

護
職

員
自

ら
が

介
護

職
に

つ
い

て
誇

り
を

持
っ

て
取

り
組

め
る

よ
う

意
識

の
醸

成
を

図
る

。

介
護

人
材

確
保

対
策

の
検

討

介
護
人
材
確
保
対
策
連
携
強
化
事
業
（介

護
人
材
確
保
対
策
検
討
会
・地

域
部
会
）

介
護

に
対

す
る

理
解

促
進

、
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

、
労

働
環

境
、

処
遇

改
善

等
の

取
組

に
つ

い
て

検
討

す
る

と
と

も
に

、
関

係
機

関
・

団
体

と
連

携
し

た
取

組
を

展
開

。

介
護
人
材
確
保
対
策
連
携
強
化
事
業
（若

手
介
護
職
員
の
意
見
交
換
会
の
開
催
等
）

若
手

介
護

職
員

と
県

が
一

体
と

な
り

，
介

護
の

魅
力

を
発

信
す

る
と

と
も

に
、

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
の

方
策

や
職

員
の

定
着

に
向

け
た

取
組

に
つ

い
て

意
見

交
換

を
実

施
。

（
上

記
「

若
手

介
護

職
員

に
よ

る
福

祉
を

学
ぶ

生
徒

へ
の

訪
問

授
業

」
に

繋
が

る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
【
資
料
1
5
】
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３ 補助内容

離島・中山間地域等にある介護サービス事業所・施設等が介護人材確保のために行う
以下の取組について，１事業所当たり上限８００千円を補助する。

(1) 地域外からの就職促進支援

① 地域外からの就職促進 （1人当たり上限額２００千円）
地域外から介護サービス事業所・施設に就職するために必要な費用を助成

（赴任旅費，引越・転入費用，短期間の就労等）

② 地域外での採用活動支援
介護サービス事業所・施設が採用活動を実施するために要する経費を補助

(2) 介護従事者の資質向上支援

③ 介護従事者が地域外での資質向上研修を受講するために要する費用を補助

（要件）当該年度中に新たに雇用した介護職員について（介護職未経験者）

① 介護職員初任者研修課程を受講させること
② ＯＪＴの計画・実績があること
③ ３ヶ月以上継続して雇用し，申請時点でも在籍していること

※ただし，県外から既資格取得者を雇用する場合は，①，②の要件を満たす必要はない。

１ 目的
人口減少や高齢化が著しく進んでいる離島･中山間地域等に地域外からの就職促進の

支援や，地域外での採用活動及び介護従事者の資質向上研修を受講するために必要な
経費を支援し，介護人材の確保を図る。

２ 対象施設
介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）

に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人のうち，
県内の離島･中山間地域（※）に所在する施設・事業所

（※）参照：令和４年度離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業実施要項

別添「離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業補助対象地域」（県HP掲載）

離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業の御案内

４ 様式等掲載場所

（県ホームページ）
健康・福祉＞高齢者・介護保険＞介護人材確保に向けた取組＞
【募集開始】令和４年度離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業の募集について
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【別添１】

①　半島振興法

②　特定農山村地域
における農林業等の
活性化のための基盤
整備の促進に関する

法律

③　過疎地域の持続
的発展の支援に
関する特別措置法

④　辺地に係る公共
的施設の総合整備の
ための財政状の特別
措置等に関する法律

⑤　離島振興法
⑥　奄美群島振
興開発特別措置

法
⑦　山村振興法

鹿児島市

東桜島地区(野尻町，
持木町，東桜島町，
古里町，有村町，
黒神町，高免町)，
桜島町，喜入町，
松元町，郡山町

喜入町，下伊集院村 桜島町 一部地域 新島

日置市 ○ 下伊集院村
東市来町，
日吉町，吹上町

一部地域

いちき串木野市 ○ 串木野市，市来町 ○ 一部地域

三島村 ○ ○ 一部地域 ○

十島村 ○ ○ 一部地域 ○

枕崎市 ○ ○

指宿市 ○ ○

南さつま市 ○ 笠沙町，阿多村 ○ 一部地域

南九州市 ○ 川辺町 ○ 一部地域

阿久根市 ○ 一部地域

出水市 大川内村 野田町 一部地域 桂島 大川内村

薩摩川内市
下東郷村，東郷町，
黒木村，里村，上甑

村，下甑村

樋脇町，入来町，
東郷町，祁答院町，
里村，上甑村，
下甑村，鹿島村

一部地域
里村，上甑村，
下甑村，鹿島村

さつま町 求名村 ○ 一部地域

長島町 ○ 一部地域 獅子島

霧島市 牧園町，霧島町
横川町，牧園町，
霧島町，福山町

一部地域 霧島町

伊佐市 山野町 ○ 一部地域 山野町

姶良市 山田村 蒲生町 一部地域

湧水町 ○

鹿屋市 ○ 新城村 輝北町，吾平町 一部地域 高隈村

垂水市 ○ ○ ○ 一部地域

曽於市 ○ ○ 一部地域

志布志市 ○ ○ 一部地域

大崎町 ○ ○ 一部地域

東串良町 ○ ○

錦江町 ○ 大根占町，田代町 ○ 一部地域 田代村

南大隅町 ○ 根占町，佐多町 ○ 一部地域 佐多町

肝付町 ○ 内之浦町，高山町 ○ 一部地域 内之浦村

西之表市 ○ 一部地域 ○

中種子町 ○ 一部地域 ○

南種子町 ○ 一部地域 ○

屋久島町 上屋久島，屋久島 ○ 一部地域 ○

奄美市 名瀬市，住用村， ○ 一部地域 ○

大和村 ○ ○ 一部地域 ○

宇検村 ○ ○ 一部地域 ○

瀬戸内町 ○ ○ 一部地域 ○

龍郷町 ○ ○ 一部地域 ○

喜界町 ○ 一部地域 ○

徳之島町 ○ 一部地域 ○

天城町 ○ 一部地域 ○

伊仙町 ○ 一部地域 ○

和泊町 ○ 一部地域 ○

知名町 ○ 一部地域 ○

与論町 ○ 一部地域 ○

【離島・中山間地域】
本事業の対象となる離島・中山間地域は，鹿児島県内の市町村のうち，下記のいづれかに該当する地域
ア　半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項に規定により指定された半島振興対策実施地域
イ　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域
ウ　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条第1項に規定する過疎地域
エ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地
オ　離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域
カ　奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第１条に規定する奄美群島
キ　山村振興法(昭和40年法律第64号)第７条第１項の規定により指定された振興山村

※　④の一部地域については，別添２「鹿児島県　辺地地域一覧」参照

大島

法律

鹿児島

南薩

離島・中山間地域等における介護人材確保支援事業補助対象地域（R5.4.1現在）

北薩

姶良・
伊佐

大隅

熊毛
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３ 補助内容

県内の介護事業所等が新規に雇用した無資格者に係る人件費及び介護職員初任者研修課程
の受講に要する経費について， 新規雇用者１人当たり上限４２０千円を補助します。

（※ １法人あたり２名を上限とします。）

① 新規雇用者の人件費（３ヶ月分）
時間外労働，介護職員処遇改善加算に係る給与･一時金等は対象外

② 通勤手当等の諸手当
法人社内規定において，支給が定められているもの

③ 社会保険料に係る事業主負担分
健康保険，厚生年金保険等

④ 介護職員初任者研修受講費用
介護職員初任者研修受講に係る費用（教材費を含む）
※ただし，事業実施先と養成機関が同一法人である場合は対象外

（要件）当該年度中に新たに雇用した介護職員について（介護職未経験者）

① 介護職員初任者研修課程を受講させること
② ＯＪＴの計画・実績があること
③ ３ヶ月以上継続して雇用し，申請時点でも在籍していること

１ 目的

今後も急速に高齢化が進むことに伴い，引き続き介護人材の確保が必要となること
から，介護現場への入職希望者が，働きながら介護資格（介護職員初任者研修課程）
を取得できるよう支援し，介護人材の確保及び地域における介護サービスの質の向上
を図る。

２ 対象施設

介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）
に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人のうち，
鹿児島県内に所在する施設・事業所

介護職員人材確保対策事業の御案内

４ 様式等掲載場所

（県ホームページ）
健康・福祉＞高齢者・介護保険＞介護人材確保に向けた取組＞
【募集開始】令和４年度介護職員人材確保対策事業～就業と資格の支援～

              101



介護職員キャリアアップ支援事業

１ 事業目的

介護職員として働くために必要不可欠な基本的な知識や技術を習得

するための介護員養成研修，キャリアップやスキルアップのための講

習（介護職員 実務者研修，アセッサー養成）に要する経費を助成し，

介護人材の確保・資質向上を図る。

離島において開催される介護に関する短期集中的な研修を支援する

ことにより，受講機会の確保の図り職員の資質向上を促進する。

２ 事業内容

①介護員養成研修 ②介護職員実務 ③アセッサー講 ④離島におけ

費用助成 者研修費用助成 習費用助成 る介護職員研

修費用助成

研修 介護職員初任者研修 介護職員実務者研修 キャリア段位制度に 離島で開催される

内容 及び生活援助従事者 係るアセッサー講習 介護に関する短期

研修 及び介護実習評価養 集中講習

成講習 (年2回，各3日間）

対象 受講料（テキスト代を含む） 旅費

経費

対象 受講料の1/2 受講料の1/2上限 10千円/人 離島への移動旅費

額 上限：介護職員初任者研修50千円 ：50千円 (受講料1/2相当額） 上限：534千円

生活援助従事者研修25千円

補助 介護サービス事業所 介護サービス事業所 介護サービス事業所 業務委託先

対象

対象 介護職員初任者:30人 50人 アセッサー講習 受講想定60人

人員 生活援助従事者:20人 ：40人

介護実習評価養成講習

：10人

要件 受講料を事業者が負担し，かつ研修を修了していること等
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外国人介護人材受入支援事業

１ 目的
外国人介護人材に対する資質向上のための研修を実施又は支援するこ

とにより，外国人介護人材が県内の介護事業所において，円滑に就労・

定着できるような環境づくりを整備する。

２ 事業内容
・ 県内の介護事業所で就労する外国人介護人材の円滑な就労・定着を

図るため，介護技能の向上につながる研修を実施又は支援する。

・ 集合研修（委託による実施）を行う。

※ 集合研修の受講を原則とする。
集合研修

実施主体 県

実施方法 委託により実施

実施場所 各地域振興局・支庁

実施回数 地域毎に各２回開催

※ 受講回数の制限なし

研修内容 ① 各施設で学んだ介護技術の 定着を目

的とした復習や確認

② 介護の日本語，文化の理解

研修受講者 県内の介護事業所で就労する介護職種の技

能実習生及び介護分野における１号特定技

能外国人

３ 研修の位置づけ
次の①及び②を踏まえ，県が実施又は支援する研修は，受講者がこれ

まで受講した研修内容の定着や，文化の理解やコミュニケーション等の

向上を目的とした研修内容とする。

① 技能実習生は，入国後，直ちに監理団体（実習実施者）が実施する

日本語学習や介護導入研修を受講（約290時間）

② 技能実習生及び特定技能外国人は，各施設・事業所に勤務後，技能

実習責任者等の指導のもとＯＪＴによる研修を受講。

              103



介護職員処遇・労働環境改善支援事業

１ 目的

２ 事業内容

今後，高齢化の更なる進行，現役世代の急速な減少が生じる中，介護人材を安定
的に確保・維持していくことが求められている。そのためには，誰もが意欲を持っ
て，安心して働ける環境を整備することが重要である。

このため，介護職員が将来の展望を持って働くことができるよう，介護事業所の
管理者等を対象として，キャリアパスの構築や雇用管理の改善のほか，離職の要因
の一つであるハラスメントについて研修等を行うことにより，介護事業所における
介護職員の処遇・労働環境の改善の取組を促進し，介護人材の確保を図る。

(1) キャリアパス構築の支援

介護事業者に対し，介護職員処遇改善加算等の取得要件であるキャリアパス構
築に向けた研修会等を開催
・ 全体セミナー，研修会の開催
・ 社会保険労務士等専門家の派遣

(2) 雇用管理改善方策の普及

研修機会の少ない離島地域の介護事業者に対し，人事管理，人材育成，労務管
理，賃金等の雇用管理全般に関する知識やノウハウを習得するための研修会を開
催

(3) ハラスメント対策の充実

介護現場で起こりうるハラスメントの対策について，管理者向けの研修会の開
催及び希望する事業所へ専門家を派遣

(例）

・ 介護現場でハラスメントのきっかけや原因となる事柄
・ 利用者や家族等から，介護保険制度や契約の範囲を超えるサービスを求めら

れた場合の対応
・ 対応マニュアルの作成と共有・運用
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介護ロボット導入支援事業

１ 目的

介護ロボットは，介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など，介護職員
の職場定着化の環境整備策として有効であることから，入浴支援機器や見守りセン
サーなどの介護ロボットの導入を支援し，介護職員の労働環境の改善を行う。

助成内容等

補助上限額

移乗支援，入浴支援：１００万円

見守り機器の導入に伴う通信環境整備（Ｗｉ－Ｆｉ環境整備，インカム）
１５０万円

上記以外：３０万円

補助上限台数 利用定員の２割

補助率

１／２（一部３／４に見直し）
【３／４の要件：以下の①、②のいずれにも該当する場合】
① 少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録

ソフトを活用し、従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うことを予定して
いること

② 利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確保等の負担軽減に資する
取組を行うことを予定していること

補助対象

① 移乗介助ロボット
② 移動支援ロボット
③ 排泄支援介護ロボット
④ 見守り・コミュニケーションロボット
⑤ 入浴介護ロボット
⑥ 介護業務支援ロボット

２ 事業内容

介護ロボットを導入する介護老人福祉施設等の介護サービス事業所に介護ロボッ
ト導入費用及び見守りセンサー導入に伴う通信環境整備費の一部を補助

①移乗介助

④見守り・コミュニケーション

②移動支援

⑤入浴介護
⑥介護業務支援

③排泄支援
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介護サービス事業所ＩＣＴ導入支援事業

１ 目的

介護記録，情報共有，請求業務が一気貫通でできる介護ソフト等の導入を支援し，
介護職員の負担軽減と質の高いサービスの効率的な提供を図る。また，介護事業所
と科学的介護情報システム「ＬＩＦＥ」との連携を支援することで科学的根拠に基
づく介護サービスの提供を推進する。

２ 事業内容

（1）介護サービス事業所へのＩＣＴ導入に係る費用の一部助成（下記参照）

助成内容

補助上限額

事業規模に応じて補助上限額を設定
① 職員１人～10人 100万円
② 職員11人～20人 160万円
③ 職員21人～30人 200万円
④ 職員31人～ 260万円

補助率

県３／４（以下の要件のいずれかを満たす場合）それ以外は県１／２
① 科学的介護情報システム「ＬＩＦＥ」にデータを提供している，又は提供を予定して

いる。
② 事業所内・事業所間で居宅サービス計画所等のデータ連携を行っている又は行うこと

を予定している。
③ 文書量半減を実現させる導入計画となっている。
④ ケアプランデータ連携システム等の利用

補助対象

① 介護ソフト（記録業務，情報共有業務（事業所内外含む），請求業務が一気通貫で行うこと
が可能となっていること。）

② 介護ソフトは，居宅介護支援事業所，訪問介護事業所等の場合，「居宅介護支援事業所と
訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連 携」に準じたものであること。

③ タブレット端末やインカム，勤怠管理・シフト表作成等のバックオフィス業務用のソフト（既に
介護ソフトにより一気通貫となっていることが 前提。タブレット端末は必ず介護ソフトをインス
トールし，業務のみに使用すること。）

④ 上記の運用に必要なＷｉ－Ｆｉルーター等通信環境を整備するために必要な機器の購入設置

費用

①ＩＣＴセミナーの開催
・ ＩＣＴ導入の現状や課題，最新動向及び介護事業所における活用事例などの紹介

を行う。

②介護サービス事業所への専門家の派遣
・ ICTを活用した職場環境改善に向けて専門家（ITコーディネーター等）を派遣し、各
現場にあったICT導入から運用方法などの支援を行う。

（2）ＩＣＴ機器活用による介護職場環境改善支援事業
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施
設
種
別

補
助
率

上
限
額

下
限
額

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
宿
泊
を
伴
う
事
業
、
介
護
医
療
院
（
令
和
６
年
度
ま
で
実
施
）

定
額
補
助

○
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
1,
00
0㎡
未
満
）

・
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
整
備
す
る
場
合

9,
71
0円
／
㎡

・
消
火
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト
等
の
設
置
が
必
要
な
場
合

9,
71
0円
／
㎡
＋
2,
44
0千
円
／
施
設

○
自
動
火
災
報
知
設
備

1,
08
0千
円
／
施
設
（
30
0㎡
未
満
）

○
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
32
5千
円
／
施
設
（
50
0㎡
未
満
）

な
し

施
設
種
別
（
※
「
小
規
模
」
と
は
、
定
員
29
人
以
下
の
こ
と
。
以
下
同
じ
）

補
助
率

上
限
額

下
限
額

小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
、
小
規
模
ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
小
規
模
介
護
医
療
院

定
額
補
助

1,
54
0万
円
/施
設

80
万
円
/施
設

た
だ
し
、
非
常
用
自
家
発
電
設
備
は
な
し

小
規
模
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

等
77
3万
円
/施
設

給
水
設
備

施
設
種
別

補
助
率

上
限
額

下
限
額

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
医
療
院

国
１
／
２

自
治
体

１
／
４

事
業
者

１
／
４

な
し

総
事
業
費
50
0万
円
/施
設

小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
、
小
規
模
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
小
規
模
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
小
規
模
介
護
医
療
院

な
し

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

等

非
常
用
自
家
発
電
設
備
（
ⅰ
）

水
害
対
策
に
伴
う
改
修
等
（
ⅱ
）

施
設
種
別

補
助
率

区
分

上
限
額

下
限
額

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー

ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
医
療
院

国
１
／
２

自
治
体

１
／
４

事
業
者

１
／
４

ⅰ
な
し

総
事
業
費
50
0万
円
/施
設

ⅱ
な
し

総
事
業
費
80
万
円
/施
設

①
既
存
高
齢
者
施
設
等
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
整
備
事
業

③
高
齢
者
施
設
等
の
非
常
用
自
家
発
電
・給
水
設
備
整
備
事
業
・水
害
対
策
強
化
事
業

②
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
防
災
改
修
等
支
援
事
業

※
上
記
施
設
種
別
（
介
護
医
療
院
を
除
く
）
の
う
ち
、
定
員
の
う
ち
要
介
護
３
～
５
の
入
居
者
が
半
数
以
上
を

占
め
る
場
合
等
、
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
る
も
の
」
に
該
当
す
る
施
設
を
除
く

国

都
道
府
県

定
員
30
人

以
上
の

施
設
等

②
整
備
計
画

交
付
申
請

③
採
択

交
付
決
定

④
採
択

交
付
決
定

①
整
備
計
画

交
付
申
請補
助
の
流
れ

市
区
町
村

定
員
29
人

以
下
の

施
設
等

※
「
等
」
に
は
、
非
常
用
自
家
発
電
設
備
の
設
置
も
含
ま
れ
る
。

施
設
種
別

補
助
率

上
限
額

下
限
額

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
改
修

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

介
護
医
療
院
、
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

等

国
１
／
２

自
治
体

１
／
４

事
業
者

１
／
４

な
し

な
し

換
気
設
備

入
所
系
の
介
護
施
設
・
事
業
所

定
額
補
助

4,
00
0円
/㎡

な
し

④
高
齢
者
施
設
等
の
安
全
対
策
強
化
事
業
・換
気
設
備
設
置
事
業

高
齢
者
施
設
等
の
防
災
・
減
災
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
の
整
備
、
耐
震
化
改
修
・
大
規
模
修
繕
等
の
ほ
か
、

非
常
用
自
家
発
電
・
給
水
設
備
の
整
備
、
水
害
対
策
に
伴
う
改
修
等
、
倒
壊
の
危
険
性
の
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
改
修
の
対
策
を
講
じ
る
。

○
高
齢
者
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
火
災
発
生
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
が
多
く
入
所
し
て
い
る
た
め
、
消
防
法
令
の
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
の
整

備
が
必
要
と
な
る
施
設
に
対
し
て
、
そ
の
設
置
を
促
進

○
高
齢
者
施
設
等
の
利
用
者
等
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
､耐
震
化
改
修
、
水
害
対
策
に
伴
う
改
修
等
や
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
大
規
模
修
繕
等
（
※
）
を
促
進

○
高
齢
者
施
設
等
が
、
災
害
に
よ
る
停
電
・
断
水
時
に
も
、
施
設
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
電
力
・
水
の
確
保
を
自
力
で
で
き
る
よ
う
、

非
常
用
自
家
発
電
設
備
（
燃
料
タ
ン
ク
を
含
む
）
、
給
水
設
備
（
受
水
槽
・
地
下
水
利
用
給
水
設
備
）
の
整
備
、
水
害
対
策
に
伴
う
改
修
等
を
促
進

○
災
害
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
事
故
等
を
防
ぐ
た
め
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
け
る
安
全
上
対
策
が
必
要
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
改
修
を
促
進
。

ま
た
、
風
通
し
の
悪
い
空
間
は
感
染
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
か
ら
、
施
設
の
立
地
等
に
よ
り
窓
が
あ
っ
て
も
十
分
な
換
気
が
行
え
な
い
場
合
等
に
も
定
期

的
に
換
気
で
き
る
よ
う
、
換
気
設
備
の
設
置
※
を
促
進
。

※
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
し
て
令
和
２
年
度
第
１
次
補
正
予
算
か
ら
実
施
し
て
い
た
事
業
を
移
管

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
交
付
金

令
和
５
年
度
予
算
案
（
令
和
４
年
度
当
初
予
算
額
）
：
12
億
円
（
12
億
円
）

老
高
－
0

※
下
線
が
令
和
５
年
度
拡
充
分
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〔資料17〕

期間　　　 ： 令和５年９月11日～令和５年９月22日

対象　　　 ： 市内で介護事業所を運営する法人代表者

対象法人 　： 35法人

回答法人 　： 28法人

非回答法人 ： ４法人（３法人は他の法人代表で回答済み）

1 介護保険事業所人材確保等に関する協議会の設立について

希望する 20

希望しない 7

その他 1

・どちらでもよい

2 設立の目的について

介護保険全体の問題 13

人材確保・育成のみ 6

その他 1

・どちらでも可

3 協議会の会員又は委員について

法人代表 4

事業所管理者 4

有識者等も含めて推薦及び委嘱された委員 12

（例：介護事業者複数名、医療機関１名、ハローワーク１名等）

その他 0

4 各サービス事業所（居宅介護支援事業所を含む）毎の部会について

必要である 4

必要でない 4

その他 2

介護保険事業所に係る協議会の設立についてのアンケート結果

 本市では人材確保及び育成に関して，県指定介護事業所を含む市内介護事業所と連携を図り
ながら課題を共有し，その解決策を検討できる協議会の設立を検討している。
　協議会が設立された場合は，市内介護事業所担当者等の参画を想定していることから，法人
としての意見を集約し，設立の可否等について検討を行う。

・必要だと思うが、今現在認知症グループホームがありますがそれとの関係は？

・状況によると考えます。毎部会では意見がまとまりにくくなることもありうる
ので、当面は代表・管理者・行政・他関係者で良いのではと考えます。
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〔資料17〕

5 貴法人で５年後，10年後に人材を確保できていると思われますか。

確保できている 2

確保できていない 17

その他 9

・行政次第

・現時点では何とも言えません

・人が集まるような魅力ある施設にすることと人材のスキルをあげることが大事
であると肝に銘じています。

・現時点で見通しがはっきりしない

・高卒の若い人材が市外に流出しない取り組みがあれば確保できる可能性があ
る。

・今、対策をしっかりできていなければ難しいと考えます。

・５年後まで、事業を継続しているとは思えない。

・10年以内であれば1人はできている可能性はある

・5年・10年の先の件については、不明です。継続できるようにベストを尽くしま
す。
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